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障碍
がい

の表記について 
本市では平成 31 年（2019 年）4 月 1 日から法令や制度、個別名称などを除く公文書において「障碍

がい

」と表記して
いる。「碍

がい

」には「さまたげ」や「バリア」の意味があるが、このバリアは個人の心身機能が原因で生じるものでなく、道路
や施設、制度、慣習や差別的な観念など社会的障壁との相互作用で作り出しているもので、障碍

がい

のある人の地域社会
への参画の促進に取り組むなかで、この社会的障壁を取り除き、障碍

がい

の有無に関わらず、誰もが人格と個性を尊重し支
え合う暮らしやすい社会の実現を図る。 
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第１章 基本方針改定の考え方 

１．第３次基本方針改定の趣旨 

日本では、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法のもとで、人権に関する様々

な国内諸制度の整備や条約の批准など、これまで人権に関する諸施策が講じられてきました。 

しかしながら、今なお、部落差別をはじめ様々な人権問題があり、近年ではインターネット上の人権

侵害や性暴力やハラスメント被害、ヤングケアラー1の問題、外国人などへのヘイトスピーチ2、新型コ

ロナウイルス感染症による様々な偏見・差別、社会情勢が生み出す孤立・孤独の問題など、その内容

は複雑化かつ多様化しています。 

宝塚市（以下「市」という。）においても、このような人権問題の解決を図るため、平成 30 年

（2018 年）策定の「第３次宝塚市人権教育及び人権啓発基本方針」（以下「第３次基本方針」とい

う。）に基づき、様々な取組を実施してきました。今後も市の「人権尊重都市宣言」の基本理念に基づ

き、引き続き人権課題の解決に向けて積極的に取り組み、人権意識の更なる高揚を図る必要があり

ます。 

 

今般、「第３次基本方針」策定以降 5 年が経過するにあたり、社会情勢の変化や法律などの施行

や改正等を踏まえ、「第３次基本方針」を改定し、人権に関する施策を総合的、計画的に推進します。 

 

【今回の主な見直し点】 

○新たな人権課題への対応、市の各種計画等との整合 

○課題と具体的施策の方向を追記 

○重点施策の設定 

 

２．第３次基本方針改定の背景 
国際社会での取組 

国際連合（以下「国連」という。）では、「世界人権宣言」を採択し、この理念を実現するため、「人

種差別撤廃条約3」「国際人権規約」「女子差別撤廃条約」「障害者権利条約」「児童の権利条約」

（いずれも略称）などの採択によって国の枠組みを超えた国際的な人権擁護の取組が進みました。 

平成７年（1995 年）から平成 16 年（2004 年）までを「人権教育のための国連 10 年」とするこ

ととし、各国において、「人権という普遍的文化」が構築されることをめざして５つの主要目標を挙げ、

                            
1 大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを日常的に行っている子ども 
2 人種、民族、宗教、性別などのマイノリティ（少数者）を中傷し、憎しみや差別をあおる言動をいう。日本では 2000 年代からインターネッ

ト上に差別的な書込みが蔓延し、在日韓国・朝鮮人の人々を主なターゲットに、学校や居住地域に押しかけ、暴言を用いたデモや街宣活

動を繰り返す団体が現れ、生活保護受給者、被差別部落出身者なども標的にするなど、攻撃活動が全国的に広がり社会問題になった。 
3 「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身者に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先」「政治的、経済的、社会的、文化

的その他あらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目

的又は効果を有するもの」（第１条）を人種差別とし、これらのあらゆる形態の人種差別の撤廃を目的とする条約。 
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各国内行動計画を定めることを求めました。 

そして、平成 16 年（2004 年）12 月に引き続き人権教育を積極的に推進していくことを目的とし

た「人権教育のための世界計画」が採択され、その第１段階では初等、中等教育における人権教育

の推進が、またその第２段階では高等教育における人権教育及びあらゆるレベルの教員及び教育者、

公務員、法執行者及び軍人のための教育プログラムに焦点があてられ、さらに第 3 段階（平成 27

年（2015 年）～平成 31 年（2019 年））では「これまでの取組の強化とジャーナリストやメディア関

係者」に焦点を当てた行動計画が採用され、平成 23 年（2011 年）には「人権教育および研修に

関する国連宣言」が採択されています。 

また、平成 27 年（2015 年）、ニューヨーク国連本部において、「国連持続可能な開発サミット」が

開催され、「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択されました。アジェンダは、人間、地

球及び繁栄のための行動計画として、「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」を掲げました。持続可能な

開発目標（ＳＤＧs）の達成に当たっては、現在、各国で令和 12 年（2030 年）の目標達成に向けた

取組が進められています。 

 

国内での取組 

日本国憲法において、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に

保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる」

として、基本的人権の尊重の精神を明確にしています。 

しかし、国内には様々な人権問題が存在しています。これらの人権問題、人権侵害を防止し、克服

するための様々な取組の必要性が提起され、多くの地方公共団体や機関、団体において、具体的な

施策や事業、活動が展開され、広く人権意識が浸透するようになりました。 

その経緯については、まず部落差別をはじめに、在日韓国・朝鮮人問題を中心とする外国人、障碍
がい

のある人、女性の人権へとその取組の範囲を拡大し、人権意識の浸透とともに子ども、高齢者、ＨＩＶ4

陽性者、ハンセン病患者、同元患者などの人権なども大きくクローズアップされるようになりました。ま

た、国際人権規約をはじめ、女子差別撤廃条約、児童の権利条約、人種差別撤廃条約5、障害者権

利条約など人権条約を批准しました。 

平成 12 年（2000 年）に「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が施行され、この法律

に基づき、「人権教育・啓発に関する基本計画」が策定されました。その後、文部科学省では、「人権

教育の指導方法等の在り方について」が３次にわたって報告されるなど、人権教育、啓発を通じて人

権課題の解決に向けての取組が進められてきました。個別の人権課題についても、様々な法律が施

行され、人権尊重社会の実現に向けた取組を進めています。 

 令和２年（2020 年）には、「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づく「「ビジネスと人権」に関す

る行動計画」が策定されました。 

                            
4 ヒト免疫不全ウイルス（human immunodeficiency virus）、通称エイズウイルスのことをいう。HIV によって引き起こされる免疫不全症

候群のことを特にエイズ（AIDS）と呼んでいる。 
5 4 頁参照 
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 令和 3 年（2021 年）には、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律」が施

行され、新型コロナウイルス感染者等の差別的取扱い等の防止について規定されました。 

 令和３年（２０２１年）２月には、新型コロナウイルス感染拡大の影響が長期化することにより、孤独・

孤立の問題がより一層社会問題となっていることを受けて、内閣府では、孤独・孤立対策担当室が設

立されました。 

 

市の取組 

市においても、部落差別をはじめとして、障碍
がい

のある人、女性、高齢者、子ども、外国人などの人権

問題に係る取組を進めていく中で、これらの領域を包括した総合的な視点から人権問題に取り組む

必要性が認識され、市民の人権意識の広がりと深まりを踏まえて、平成８年（1996 年）「人権尊重

都市宣言」を行いました。 

平成 14 年（2002 年）に「宝塚市人権教育及び人権啓発基本方針」、平成 19 年（2007 年）に

「第 2 次基本方針」、平成 30 年（2018 年）には「第 3 次基本方針」を策定し、広く個別人権領域

ごとに施策、事業を拡充しました。 

第 3 次基本方針策定以後、令和 3 年（2021 年）「第６次宝塚市総合計画6」を策定し、「すべて

の人々の人権が尊重され、平和の下で、誰もがありのままに自分らしく生きている」を、めざすまちの

姿としています。また、「男女共同参画推進条例」の改正、個別計画として、「第 5 次障碍（がい）者施

策長期推進計画」、次世代育成支援行動計画「たからっ子「育み」プラン(後期計画)」、「地域包括

ケアプラン（高齢者福祉計画・第 8 期宝塚市介護保険事業計画）」「第 2 次教育振興基本計画」な

どを策定、取り組むことで、人権施策を推進してきました。 

さらに、「ありのままに自分らしく生きられるまち宝塚（性的マイノリティに寄り添うまちづくりの取

組）」を策定し、「宝塚市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」を制定後、他の自治体と連

携して「パートナーシップ宣誓制度の取組に関する協定書」を締結し、性的マイノリティに関する取組

を進めています。 

  

                            
6 総合的かつ、計画的にまちづくりを推進するための計画であり、市民と行政によるまちづくりの方向性を示している。また、本市が定める

計画の最上位に位置し、具体的な取組等を示す各分野別計画は総合計画に即するものとしている。 
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人 権 関 係 年 表 

  国連 国内 宝塚市 

昭和 22

（1947）年 
  「日本国憲法」施行   

昭和 23

（1948）年 

「世界人権宣言」採

択 
    

昭和 26

（1951）年 

「難民の地位に関

する条約」採択 
「児童憲章」制定   

昭和 29

（1954）年 
  「民主文化協議会」発足 

昭和 40

（1965）年 

「人種差別撤廃条

約」採択 
「同和対策審議会答申」   

昭和 41

（1966）年 

「国際人権規約」採

択 
    

昭和 43

（1968）年 
「国際人権年」     

昭和 44

（1969）年 
  「同和対策事業特別措置法」施行 

「同和教育基本方針」策定 

「同和教育の重点方策」策定 

昭和 45

（1970）年 
  「同和対策審議会」設置 

昭和 47

（1972）年 
    「同和対策審議会答申」 

昭和 48

（1973）年 
    「同和教育協議会」改称 

昭和 50

（1975）年 
「国際婦人年」   「同和教育指導員制度」発足 

昭和 51

（1976）年 
  「同和教育推進計画」策定 

昭和 51

（1976）年

～ 

昭和 60

（1985）年 

「国連婦人の 10

年」 
    

昭和 52

（1977）年 
  「同和教育推進委員会」設置 

昭和 54

（1979）年 

「女子差別撤廃条

約」採択 

「国際児童年」 

「国際人権規約」批准   
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  国連 国内 宝塚市 

昭和 55

（1980）年 
  「同和対策協議会」設置 

昭和 56

（1981）年 
「国際障害者年」 

「同和対策協議会意見具申」 

「難民の地位に関する条約」批准 
  

昭和 57

（1982）年 
  「地域改善対策特別措置法」施行   

昭和 58

（1983）年

～ 

平成 4

（1992）年 

「国連障害者の 10

年」 
  

昭和 59

（1984）年 

「拷問等禁止条約」

採択 
  「同和保育基本方針」策定 

昭和 60

（1985）年 
  「女子差別撤廃条約」批准 

「啓発の深化と拡大についての方針」

策定 

「小学校区人権啓発推進委員会」発足 

昭和 61

（1986）年 
  

「地域改善対策協議会意見具申」 

「雇用の分野における男女の均等な機会及び待

遇の確保等に関する法律」施行 

  

昭和 62

（1987）年 
  

「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の

特別措置に関する法律」施行 

「障害者の雇用の促進等に関する法律」改正 

（表題改正） 

  

平成元

（1989）年 

「児童の権利条約」

採択 
 「非核平和都市宣言」 

平成 5

（1993）年 

「世界人権会議」開

催 
 「在日外国人教育指針」策定 

平成 6

（1994）年 
 「児童の権利条約」批准 「男女共同参画都市宣言」 

平成 7

（1995）年 
 

「人種差別撤廃条約」批准 

「人権教育のための国連 10 年推進本部」設置 

「国際労働機関（ILO）156 号条約」批准 

「国際交流のまち推進基本計画」策定 

平成 7

（1995）年

～ 

平成 16

（2004）年 

「人権教育のため

の国連 10 年」 
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  国連 国内 宝塚市 

平成 8

（1996）年 
  

「地域改善対策協議会意見具申」 

「らい予防法の廃止に関する法律」施行 

「優生保護法」から「母体保護法」へ改正 

「人権尊重都市宣言」 

「女性プラン―女性施策推進のための

基本計画」策定 

平成 9

（1997）年 

  

  

「人権擁護施策推進法」施行 

「障害者基本法」施行 

「人権教育のための国連 10 年に関する国内行

動計画」策定 

「障害者計画ﾉｰﾏﾗｲｾﾞｰｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ」策定 

「児童育成計画ｴﾝｾﾞﾙﾌﾟﾗﾝ宝塚」策定 

「人権啓発推進本部」設置 

平成 10

（1998）年 
  「人権啓発基本方針」策定 

平成 11

（1999）年 
「国際高齢者年」 

「男女共同参画社会基本法」施行 

「児童買春、児童ﾎﾟﾙﾉに係る行為等の規制及び

処罰並びに児童の保護等に関する法律」施行 

「人権擁護推進審議会答申」（人権教育・啓発

の在り方） 

「拷問等禁止条約」批准 

  

平成 12

（2000）年 
  

「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」

施行 

「児童虐待の防止等に関する法律」施行 

「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための

刑事手続に付随する措置に関する法律」施行 

「ストーカー行為等の規制等に関する法律」施行 

「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用

した移動の円滑化の促進に関する法律」施行 

「在日外国人教育推進協議会」設置 

「外国人市民懇話会」設置 

平成 13

（2001）年 
 

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

等に関する法律」施行 

「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の

支給等に関する法律」施行 

  

平成 14

（2002）年 
 

「人権教育・啓発に関する基本計画」閣議決定 

「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の

特別措置に関する法律」失効 

「ﾎｰﾑﾚｽの自立の支援等に関する特別措置法」

施行 

「身体障害者補助犬法」施行 

「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の

制限及び発信者情報の開示に関する法律」施

行 

「男女共同参画推進条例」制定 

「同和施策の今後について（市方針）」

策定 

「人権教育及び人権啓発基本方針」策

定 

「在日外国人教育指針」改定 

「外国人市民懇話会提言書」 

「人権審議会」設置 
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  国連 国内 宝塚市 

平成 15

（2003）年 
  

「人権教育及び人権啓発行動計画（年

度計画）」策定 

平成 16

（2004）年 

「人権教育のため

の世界計画」策定 

「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関

する法律」施行 

「人権教育の指導方法等の在り方について（第

一次とりまとめ）」 

「犯罪被害者支援条例」制定 

平成 17

（2005）年 
 「犯罪被害者等基本法」施行 

「次世代育成支援行動計画たからっ子

『育み』プラン」策定 

平成 18

（2006）年 

「障害者の権利に

関する条約」採択 

「障害者自立支援法」施行 

「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問

題への対処に関する法律」施行 

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する

支援等に関する法律」施行 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律」施行 

「人権教育の指導方法等の在り方について（第

二次とりまとめ）」 

「高齢者保健福祉計画・第 3 期介護

保険事業計画」策定 

「男女共同参画プラン」策定 

 

平成 19

（2007）年 
  

「第 2 次人権教育及び人権啓発基本

方針」策定 

「子ども条例」制定 

平成 21

（2009）年 
  

「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」

施行 

「青少年が安全に安心してインターネットを利用

できる環境整備等に関する法律」施行 

  

平成 22

（2010）年 
 「子ども・若者育成支援推進法」施行 「教育振興基本計画」策定 

平成 23

（2011）年 

「人権教育および研

修に関する国連宣

言」採択 

  

「第 4 次障がい者施策長期推進計

画」策定 

「第 5 次総合計画」策定 

平成 24

（2012）年 
  

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する

支援等に関する法律」施行 
「地域福祉計画（第 2 期）」策定 

平成 25

（2013）年 
  「いじめ防止対策推進法」施行   
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  国連 国内 宝塚市 

平成 26

（2014）年 
  

「障害者の権利に関する条約」批准 

「子どもの貧困対策の推進に関する法律」施行 

「子どもの権利サポート委員会条例」

制定 

「次世代育成支援行動計画 たからっ

子『育み』プラン（子ども・子育て支援

事業計画）」策定 

「いじめ防止等に関する条例」制定 

「いじめ防止基本方針」策定 

平成 27

（2015）年 

「国連持続可能な

開発のための

2030 アジェンダ」

採択 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する

法律」施行 

「生活困窮者自立支援法」施行 

「障害福祉計画（第 4 期計画）」策定 

「高齢者福祉計画・第 6 期介護保険

事業計画『ｺﾞｰﾙﾄﾞﾌﾟﾗﾝ 21 宝塚』」策

定 

「ありのままに自分らしく生きられるまち

宝塚（性的マイノリティに寄り添うまちづ

くりの取組）」策定 

「本人通知制度」開始 

平成 28

（2016）年 
  

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する

法律」施行 

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解

消に向けた取組の推進に関する法律」施行 

「部落差別の解消の推進に関する法律」施行 

「第 5 次総合計画（後期基本計画）」

策定 

「教育振興基本計画（後期計画）」策

定 

「第 2 次男女共同参画プラン」策定 

「手話言語条例」制定 

「障害者差別解消に関する条例」制定 

「パートナーシップの宣誓の取扱いに関

する要綱」制定 

平成 29

（2017）年 
  

「義務教育の段階における普通教育に相当する

教育の確保等に関する法律」施行 

「エイジフレンドリーシティ宝塚行動計

画」策定 

平成 30

（2018）年 
  

「第 3 次宝塚市人権教育及び人権啓

発基本方針」策定 

令和元

（2019）年 
  「男女共同参画推進条例」改正 

令和 2

（2020）年 
 「「ビジネスと人権」に関する行動計画」策定 

「次世代育成支援行動計画 たからっ

子『育み』プラン（後期計画）」策定 
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  国連 国内 宝塚市 

令和 3

（2021）年 
 

「新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部

改正する法律」施行 

「孤独・孤立対策担当室」設置 

「第 6 次宝塚市総合計画」策定 

「第 5 次障碍（がい）者施策長期計

画」策定 

「地域包括ケア推進プラン」策定 

「第 2 次教育振興基本計画」策定 

「地域福祉計画（第 3 期）」策定 

 

３．基本方針の位置付けと他計画との関係 
本方針は、平成 12 年（2000 年）施行の「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」第５条

の人権教育、啓発施策の策定及び実施についての地方公共団体の責務の規定に基づき、策定しま

す。 

令和３年（2021 年）から１０年間の市民と市のまちづくりの方向性を定めた「第６次宝塚市総合

計画7」のめざす、「すべての人の人権が尊重され、平和の下で、誰もがありのままに自分らしく生きて

いる」まちを実現するため、人権施策を総合的かつ計画的に推進していくための指針となります。 

他の関連計画などと整合を図り、人権に関する取組を総合的に推進する理念を明らかにし、他の

関連計画の取組を人権の視点で横断的につなぐ役割を果たします。 

  

                            
7 6 頁参照 
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４．第３次基本方針策定後の現状と進捗管理 
（１）市民意識の現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市民アンケート調査報告書8  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

資料：市民アンケート調査報告書  

  

                            
8 本市では、令和 3 年度（2021 年度）から第 6 次宝塚市総合計画をスタートし、「わたしの舞台は たからづか」をスローガンに掲げ、

「活動・活躍できる場をつくり、暮らしを支え、まちを未来につなげていく」という想いのもと、市民と行政で共にまちづくりをすすめている。 

 市民アンケート調査報告書は、令和 3 年（2021 年）11 月に実施したもので、第 6 次宝塚市総合計画に関連して、市民の意識や、活動

状況、本市の取組に関する評価等の把握を行うことを目的に実施したもの。 

【図１ 日々の生活において、人権が尊重されていると思うか】 

【図２ 市の施策は人権尊重の視点に立っているか】 

 

 

N＝有効回答数 

N＝有効回答数 
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（２）行動計画の進捗管理 

第１次基本方針策定以降、毎年度「人権教育及び人権啓発行動計画」を策定し、それぞれの領域

で法律や市の課題に合わせて事業を組み替え、新たな人権課題の解消に向けた取組を追加するな

ど充実を図ります。今後は、行動計画の課題に加え、より成果を可視化するために令和５年度（202３

年度）から指標を設定し、行動していくこととします。 

令和３年（2021 年）に策定された「第 6 次宝塚市総合計画9」で各分野の共通するめざすまちの

姿である「共に創り、未来につなぐまち」に位置付けられたことに基づき、市の実施するすべての施策

に人権尊重の理念を取り入れた展開を図るとしており、今後は、より一層全庁的な課題として協議、

調整を行い、取組を推進していきます。 

市職員研修については、職場ごとに研修を行うとともに、主に若手職員を対象とした部落差別に関

する研修や、性的マイノリティに関する研修を全職員が受講する取組を進めるなど、充実を図ってきま

した。しかしながら、職員の入れ替わりがあることや、継続的な取組が必要なことから、更なる研修体

制の充実を図っていきます。 

                            
9 6 頁参照 
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第２章 人権に関する基本理念 

１．人権尊重の理念 

人権とは、人間の尊厳に基づいた各人が持っている固有の権利であり、社会を構成するすべての

人々が個人としての生存と自由を確保し、社会において人間らしく幸福な生活を営むために欠かすこ

とのできない権利です。 

人権は、「一人ひとりの人間がかけがえのない存在である」ということを、自分だけでなく、他人と

認め合って、はじめて成立するものです。 

したがって、人権尊重の理念は、多様な生き方を認め合い、自分の人権のみならず、他人の人権に

ついても正しく理解し、その権利の行使に伴う責任を自覚し、人権を相互に尊重し合う人権の共存の

考え方でもあります。 

このような考え方に基づき、市では「すべての人々の人権が尊重され、平和の下で、誰もがありのま

まに自分らしく生きている」まちをめざします。 

 

２．人権教育、啓発の基本的あり方 

 人権教育、啓発においては、人権について正しく理解し、人権を尊重するために必要な価値観や態

度を育み、市民一人ひとりが日常生活の中で出会う様々な事象の中から、主体的に考え、学び、自ら

の課題として人権課題の解決に向けた行動に移していくことが重要です。 

したがって、人権教育、啓発は学校、地域、家庭、職場、その他様々な場を通じて、多様な機会を設

けて効果的な手法により、定期的、継続的に実施します。 

 

（１）人権教育、啓発の推進 

市では、平成 14 年（2002 年）４月に「まちづくり基本条例」「市民参加条例」を施行し、市民と行

政との協働のまちづくりを進めています。 

また、市の「人権尊重都市宣言」で「人権は、市民一人ひとりの不断の努力によって守り、築かれる」

と示されているように、市民一人ひとりが人権問題に対して関心を持ち、自分の人権と同様に他人の

人権を尊重する心と姿勢を育むことが必要となります。 

市民と市がそれぞれに果たすべき責任と役割を分担しながら、相互に補完し協力して進めることで、

より地域や日常生活に密着した人権教育、啓発となります。 

人権をより身近なものとしてとらえ、市民一人ひとりが関わる問題として人権感覚を身につけるとと

もに、人権に関わる問題があったときは傍観者的な姿勢ではなく、主体的に行動していくことが求め

られます。 
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（２）関係機関との連携、協力 

 神戸地方法務局や兵庫県、近隣市町などの様々な関係機関との連携により、人権教育、啓発を推

進します。さらに、本市と企業との包括連携協定の項目に性的マイノリティへの支援を組み込む等、企

業など事業所との連携した取組を進めてきましたが、今後もより一層推進を図ります。 
  
（３）関係団体などとのネットワークの構築 

 市職員が市人権・同和教育協議会10や伊丹人権擁護委員協議会宝塚部会などの会議に出席し、

啓発事業を共同で開催するなど、効果的な推進を図ります。 

また、人権教育、啓発の取組を進めるにあたり、当事者や当事者団体の意見を聞くなど、関係団体

などとのネットワークの構築を図ります。 
 
（４）市民協働 

多くの市民の参加を期待し、市民が実施する講演会や活動を支援するなど、市民の自主的な人権

教育、啓発の取組を引き出す取組を進めます。 

 

（５）時、場所に応じた効果的な方法 

人権教育、啓発は幅広い年齢層を対象としているため、それぞれの時、場所に応じた取組が必要

となります。 

そのため、家庭や地域、学校、職場などあらゆる場、機会を通じて人権教育、啓発活動が実施され

るよう支援します。また、人権教育、啓発の場において得られた知識や情報を、日常生活の中での主

体的な行動へ結びつけることができるよう、人権に関して大きな社会問題となっている事例をタイミン

グよく取り上げ、市民が主体的、能動的に参加できるような手法を取り入れます。 
 

（６）相談窓口の充実 

人権擁護委員による「人権相談」は、神戸地方法務局伊丹支局と連携しながら毎月１回定期的に

実施し随時相談も行っています。配偶者などからの暴力に関する相談、子どもの権利サポート委員会
11（子どもの悩み相談）、平成２８年（2016 年）６月から実施しているセクシュアルマイノリティ電話相

談など、各種人権問題の早期解決を図るため、引き続き、各領域においてそれぞれ相談体制の充実

に努めます。 

人権文化センターでは、人権侵害の拡大や発生を防止するため、必要に応じ関係行政機関、各種

団体などとの連携協力体制づくりに努めるとともに、相談活動を円滑に行うため、各種研修参加に努

めます。 

気軽に安心して相談できる窓口を設け、解決に向けた方法を一緒に考えていける相談体制が必

要です。そのために、市民に対し人権相談窓口についてあらゆる場を通じて周知するとともに、相談を

                            
10 部落差別をはじめとする様々な人権問題を解消し、市に住むすべての人々の人権が損なわれることなく、心豊かに暮らせる人権文化が

薫るまちづくりのために、人権教育、啓発を進めている協議会のことをいう。 
11 市条例により、行政機関からの独立性が確保され、子どもの権利救済を図るために設置された第三者的に子どもに寄り添う専門機関。 
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受ける側の人権意識の向上や多様化する人権問題への認識と理解を深めていくことが必要です。 
 

（７）広報、啓発活動の推進 

人権教育、啓発の推進にあたっては、エフエム宝塚や市ホームページ、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワー

キング・サービス）12、「広報たからづか」など、様々な媒体を活用します。各種の啓発事業や行事につ

いて知らない市民も多く、広く関係団体と連携しながら、人権に関して大きな社会問題となっている事

例をタイミングよく取り上げるなど、参加、利用が増えていくような工夫を凝らした啓発に努めます。 

  

                            
12 インターネット上の交流を通じて新たな人間関係を構築する場を提供するサービスのことをいう。 
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第３章 あらゆる場における人権教育、啓発の推進 

人権尊重社会を実現するため、市民一人ひとりが人権尊重の理念について正しく理解し、日常生

活において人権尊重の意識がその態度や行動に表れる必要があります。そのために、幼児から高齢

者まで幅広い層を対象として、家庭、地域、学校、職場など社会のあらゆる場において、市民と市が協

働し、様々な手法を取り入れ、人権教育、啓発を進めます。 

 

１．保育所、幼稚園、学校 

保育所、幼稚園、学校において、人権保育、教育を推進するために、子どもたちの発達段階に応じ

て、様々な体験活動や交流を通して、人権に関する内容や意義についての理解を深め、また、人権が

持つ価値や重要性を感受し、それを共感的に受けとめる感性や感覚を育みます。そして、それらを基

盤として、子どもたちが実際の行為に結びつける実践力や行動力を育成します。 

教職員、保育所職員においては、自ら豊かな人間性の向上に努め、人権感覚に満ち、子どもをしっ

かり理解した保育、教育活動に携われるよう、部落差別をはじめとする様々な人権問題への理解と認

識を深める研修や研究の機会を充実させます。また、家庭、地域、関係機関などとの連携を強化し、

人権問題の解決に積極的な役割を果たします。 

 

（１）保育所、幼稚園 

乳幼児期は、生涯にわたる人間形成の基礎を培う大切な時期です。保育所、幼稚園では、生活や

遊びを通して、子どもの発達や特性に応じた援助を行い、最善の利益を考慮し、一人ひとりが認めら

れ、自らをかけがえのない存在として実感できるように自尊感情を高め、人権尊重の精神の芽生えが

感性として育まれるようにします。 

また、基本的な生活習慣を養い、社会性の芽生えや集団意識を育みます。他児とのかかわりの中

で、相手の存在に気づき、尊重する気持ちや思いやりの心を持って行動できるよう保育活動を充実さ

せ、望ましい人間関係をつくります。 

「幼児教育センター」では、公立、私立の保育所、幼稚園の横のつながりを深めるとともに、中学校

区を単位とした保育所、幼稚園、小学校、中学校（以下「保・幼・小・中」という。）の縦のつながりを深

め、人権保育、教育に取り組んでいます。 

今後、保育所、幼稚園が地域の子育て支援の拠点としてますます重要な役割を担っていくという視

点から、地域とも連携し、保・幼・小・中の各成長の段階に応じ系統的な人権保育、教育を進めていき

ます。 

 

（２）学校 

学校教育においては、すべての教育活動を通じて人権尊重の意識を高め、一人ひとりを大切にし

た教育の充実を図っていきます。各学校における人権教育の推進体制を確立し、子ども、保護者、地

域の実態を的確に把握し、「人権教育全体計画」及び「人権教育年間指導計画」を立て、毎年見直
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しを図り、計画的、系統的な人権教育を推進します。 

すべての子どもたちが自立と自己実現ができるよう進路を保障する教育実践と、身の回りにある

差別や偏見、さらには生活の中の不合理や矛盾に気づかせるとともに、発達段階に応じて部落差別

解消をはじめとする様々な人権学習に主体的に取り組み、正しい理解と認識を深め、自分の問題とし

て捉えるようにします。また、差別されている子どもに寄り添い、仲間意識に支えられた集団づくりを進

め、豊かな人権感覚を育むとともにあらゆる差別解消のための実践力を育成します。 

そのために育てたい資質や能力として、人の気持ちや考えがわかる想像力、共感的に理解する力、

思いや考えを適切かつ豊かに表現し、伝え合い、分かり合うためのコミュニケーション能力やそのた

めの技能、人間関係を調整する力などを総合的に培っていきます。 

また、市内の学校園所を１０ブロックに分け、「保・幼・小・中・特別支援の連携をより推進し、豊かな

人権感覚を育む」をテーマに、ブロックごとの子どもの実態や課題を把握し、めざす子ども像を共通

認識し、「人権教育ブロック別実践研究会」を充実させます。相互の授業公開、合同研修の実施、子

どもの発達段階に応じたカリキュラム研究、教職員間の交流を進める体制を整え、系統的、継続的に

人権教育の実践に努めていきます。 

さらに、学校における人権教育の方針、成果、課題を保護者や地域とも共有し、協力関係を築き、

一体となった人権教育を推進していきます。 

 

２． 家庭、地域、職場 

あらゆる世代の人々が人権の尊重を普遍的な価値観として共有し、世代やライフスタイルに応じて、

人権について考えることができるよう、多様な学習機会や情報の提供に努めます。 

 

（１）家庭 

家庭教育はすべての教育の原点であり、生涯にわたって豊かな人権感覚を養う上で家庭の果た

す役割は極めて重要です。なかでも、人間形成の基礎を培う幼少期に、家庭で、遊びやしつけ、家事

や家族とのふれあいなど日常生活を通じて、豊かな感性や思いやりの心、自立心などを育み、基本

的な社会のルールなどを身につけることが大切です。 

そのため、引き続き子育てに関する相談、支援の充実をはじめ、保護者自らが人権意識を高めるた

めの自主的な学習活動の支援を行うとともに、保護者と子の体験学習の促進など、ともに学んでい

けるような施策を学校や地域と連携を図り、進めていきます。 

さらに、啓発資料や広報などにより、人権問題について家族の間で活発な話し合いが行われ、日

常生活の場で実践されるよう促します。 
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（２）地域 

地域はそこに居住する人々が日常の学習活動や地域活動を通じて、様々な人権問題について理

解を深め実践する場であり、特に、子どもたちにとっては、思いやりの心や自立心を育み、社会性など

を体験的に学ぶ場として重要な役割を担っています。 

このことから、地域においては、人権文化センターや公民館、図書館における社会教育活動や学習、

交流活動、行政主催によるセミナーや講演会の開催をはじめ、小学校区人権啓発推進事業など、自

治会、まちづくり協議会、民生委員・児童委員、青少年補導委員、ＰＴＡ・育友会、人権文化活動推進

協議会、ボランティア活動団体を中心とする人権に関わる多様な学習活動が展開されるとともに、こ

れらの団体や組織による地域福祉活動などが活発に行われることが大切です。 

このため、人権教育を生涯学習の観点からとらえ、人権に関する具体的な課題に即しつつ、多様な

学習情報、教材の提供を行い、学習機会の拡充を図るなど市民の自主的な学習活動の支援を行い

ます。 

また、人権感覚や人権意識は、主として家庭や地域における人間関係の中で培われることから、人

権問題を単に知識として学ぶだけではなく、日常生活において態度や行動に表れるような人権感覚

を養っていくことが求められています。教育及び啓発リーダーの育成や地域実践活動、交流の場の提

供などにより、地域の教育力を高め、市民の主体的な教育及び啓発活動が活発に展開されるよう支

援します。 

 

（３）職場 

企業などの事業所はその活動を通して、社会や地域と深い関わりを持つことから、社会性、公共性

を有しています。地域社会を構成する法人も市民として、また就業の場を提供する雇用主として、差別

のない明るい地域、職場づくりを行うよう、実態に応じて、自主的、計画的、継続的に啓発活動を展開

することが大切です。 

事業所における研修の促進を図り、市雇用促進連絡協議会や市人権・同和教育協議会13企業部、

関係団体などとより一層の連携を図って取り組みます。 

また、市職員の研修を実施し、職員一人ひとりの人権意識を高め、人権尊重の視点に立って自ら

の職務に取り組み、あらゆる施策に人権尊重の視点を反映させます。 

  

                            
13 16 頁参照 
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第４章 個別の人権問題に対する取組 

１．部落差別 

日本固有の重大な人権問題である部落差別は、被差別部落に地縁、血縁をはじめとした様々な関

係を持つことを理由に、結婚や就職、日常生活上で差別を受けるという問題です。このことは憲法が

すべての国民に保障している基本的人権が侵害されている人権問題であり、私たち一人ひとりが解

消に向けて取り組まなければならない課題です。 

 部落差別については、昭和 40 年（1965 年）に国の同和対策審議会答申で、その解決は行政の

責務であり、国民的課題であることを明確にしました。そして、昭和 44 年（1969 年）に「同和対策

事業特別措置法」が施行され、差別意識と偏見の解消を図るための啓発事業や同和地区の環境改

善、地区住民の生活実態の改善に関する事業が取り組まれるようになりました。 

 市における同和行政は、昭和 47 年（1972 年）以降、昭和 57 年（1982 年）までは市同和対策

審議会から、それ以降は市同和対策協議会から、数次にわたる答申及び意見具申を受け、それらに

沿って各種の施策を実施してきました。その成果として、住宅、道路などの整備により生活環境につい

ては大きく改善され、成果を上げてきていました。また、平成１４年（2002 年）の特別対策終了後も、

継続して市民との協働による人権教育、啓発に取り組み、講演会や人権文化センター事業に参加す

る市民が増加しました。 

しかし、その後も差別落書き、インターネットを使った差別書き込みや同和地区に関する問い合わ

せなどがあり、忌避意識による差別や偏見が完全に解消されていない状況が続いています。こうした

状況の中、平成 28 年（2016 年）１２月に「部落差別の解消の推進に関する法律」（以下「部落差

別解消推進法」という。）が施行されました。この法律では、部落差別が許されないものであり、これ

を解消することが重要な課題であることが明記され、差別解消のための国や地方公共団体の責務や

教育、啓発について規定されました。 

平成 28 年（2016 年）に実施した人権問題に関する市民意識調査において“同和問題があるこ

とを知っていますか”の設問では、前回調査時（平成 17 年（2005 年））と比べて 29 歳以下の若年

層で同和問題を知らない人が増えています。“同和問題について次のような発言を直接聞いたこと

がありますか”という設問では、「住宅購入する際、同和地区の物件は避けたほうがいい」（４２.０％）、

「同和地区の人とは、結婚してはいけない」（３０.７％）となっています。同和問題についての発信者に

は「家族」が多く、ごく身近な人から聞いていることが分かります。“発言を聞いたときどう感じたか”

の設問では、「そういう意見もあるのかと思った」（61.9％）が高く、「反発・疑問を感じ、相手にその

気持ちを伝えた」（4.8%）が低い値となっています。“同和地区の人との結婚時の対応”については、

子どもの結婚の場合は「本人の意思を尊重する」（37.9％）、自分の結婚の場合は「自分の意思を

つらぬく」（29.1％）となっています。 
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 令和 2 年（2020 年）法務省人権擁護局による「部落差別の実態に係る調査結果報告書」14にお

ける一般国民の意識調査の結果からは、「全般的に人権問題に対する国民の関心は高く、また、部

落差別又は同和問題について一定の知識を有している者の中で部落差別が不当な差別であると知

っている者が 85.8％に上るなど、部落差別に関する国民の理解は進んでいると考えられる」としてい

ます。また、インターネット上の部落差別の実態に係る調査からは、「部落差別に関連する情報をイン

ターネット上で閲覧した者の少なくとも一部には差別的な動機がうかがわれるほか、必ずしも差別的

な動機ではなく一般的な興味・関心で閲覧した大部分の者についても、インターネット上で部落差別

に関する誤った情報や偏見・差別をあおる情報に接することにより、差別意識を植え付けられる可能

性がないとは言えない」としています。 

 

資料：市民意識調査報告書 

  

                            
14 平成 28 年（2016 年）12 月に施行された「部落差別の解消の推進に関する法律（部落差別解消推進法）」第 6 条に規定されてい

る「部落差別の解消に関する施策の実施に資するため」、国が実施した部落差別の実態に関する調査。 

 

【図３ 同和問題があることを知っているか（年齢別）】 

Ｎ＝有効回答数 
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資料：前回市民意識調査報告書 

  

 

【図４ 前回(平成 17 年度（2005 年度）調査 同和問題があることを知っているか（年齢別）】 

Ｎ＝有効回答数 
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資料：市民意識調査報告書 

 

 

資料：市民意識調査報告書 

  

 

【表１ 同和問題に関して直接聞いたことがある発言】 

上段：実数、下段：構成比 

【図５ 同和問題に関する発言を誰から聞いたか】 

 

 「同和地

区の人

（子ど

も）と

は、付き

合っては

（遊んで

は）いけ

ない」

「同和地

区の人と

は、結婚

してはい

けない」

「同和地

区の人は

こわい」

「同和地

区の人は

無理難題

を言う」

「同和地

区は治安

が悪い」

「住宅購

入をする

際、同和

地区内の

物件は避

けたほう

がいい」

その他
聞いたこ

とがない

有効回答

数

0 1 0 0 5 2 1 47 55

0.0% 1.8% 0.0% 0.0% 9.1% 3.6% 1.8% 85.5% 100.0%

12 20 16 6 31 26 0 78 125

9.6% 16.0% 12.8% 4.8% 24.8% 20.8% 0.0% 62.4% 100.0%

21 33 33 19 77 80 2 62 168

12.5% 19.6% 19.6% 11.3% 45.8% 47.6% 1.2% 36.9% 100.0%

34 82 73 62 133 141 6 93 304

11.2% 27.0% 24.0% 20.4% 43.8% 46.4% 2.0% 30.6% 100.0%

51 99 85 82 110 140 7 53 256

19.9% 38.7% 33.2% 32.0% 43.0% 54.7% 2.7% 20.7% 100.0%

36 137 88 73 82 156 9 79 323

11.1% 42.4% 27.2% 22.6% 25.4% 48.3% 2.8% 24.5% 100.0%

35 95 86 63 49 101 7 62 280

12.5% 33.9% 30.7% 22.5% 17.5% 36.1% 2.5% 22.1% 100.0%

12 43 28 23 17 47 2 48 140

8.6% 30.7% 20.0% 16.4% 12.1% 33.6% 1.4% 34.3% 100.0%

1 0 2 1 3 4 1 2 10

10.0% 0.0% 20.0% 10.0% 30.0% 40.0% 10.0% 20.0% 100.0%

202 510 411 329 507 697 35 524 1,661

12.2% 30.7% 24.7% 19.8% 30.5% 42.0% 2.1% 31.5% 100.0%

50～59歳

60～69歳

70～79歳

80歳以上

16～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

無回答

合計

Ｎ＝有効回答数 
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資料：市民意識調査報告書 

 

 

 

資料：市民意識調査報告書 

 

 

 

資料：市民意識調査報告書 

  

 

 

 

【図６ 同和問題に関する発言について感じたこと】 

【図７ 「同和地区」の人との結婚について（子どもの場合）】 

【図８ 「同和地区」の人との結婚について（自分の場合）】 

Ｎ＝有効回答数 

Ｎ＝有効回答数 

Ｎ＝有効回答数 
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【課題】 

○ 新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応として、多くの講演会、学習会等が中止となりました。

今後、継続して部落差別解消における人権教育、啓発を実施するためにアーカイブ配信などインタ

ーネットを活用した多様な実施方法が必要です。 

○ 職員の人権意識の向上を図るため、職員研修の効果検証が必要です。 

○ 各学校園での取組の充実と実践交流や連携をより一層推進する必要があります。 

○ 部落差別がなお存在する原因や背景として、インターネットなどの情報媒体で伝えられる偏見・差

別意識が考えられるため、情報収集やモニタリングの強化が必要です。 

 

【具体的施策の方向】 

部落差別を解消するには、市民一人ひとりが、部落差別について自分の問題として、一層の理解を

深め、因習や偏見、世間体に縛られず、日常生活を人権の視点から見つめ直すことが必要です。 

部落差別を見聞きした際、適切に対応できる力を市民一人ひとりが獲得していくこと、そのような

課題を相談できる人権相談窓口の周知も必要です。学校教育を終えてからも職場や地域において

人権教育、啓発の場を提供し、部落差別を他人事ではなく自分の問題として捉え、より具体的な行動

に結びつけられる学習を展開していきます。 

市は、引き続き「部落差別解消推進法」の理念を踏まえ、部落差別を重要な人権問題の柱とし、学

校や家庭、地域、関係機関が連携をとり、継続した人権教育、啓発に積極的に取り組みます。 

 

（１）人権啓発活動の充実（重点施策） 

① 市民と行政の協働で教育、啓発事業を進めます。特に、部落差別を他人事ではなく自分の問題と

して捉え、より具体的な行動に結びつけられる教育、啓発を展開します。 

② 市職員が市人権・同和教育協議会15や伊丹人権擁護委員協議会宝塚部会などと連携し、啓発

活動を進めます。 

③ 市職員として、適切な対応ができるよう特に、若い世代に対して部落差別に関する研修を行うとと

もに、差別の実態を学び意識改革を図るため、交流学習会16を継続して実施します。 

④ 不動産取引などに関わって、同和地区の所在を調査する、行政機関へ問い合わせるなどの問題

が発生しており、不動産取引などに関わる企業や関係機関との連携を図り、啓発に努めます。 

 

（２）保育所、幼稚園、学校における取組の充実 

① 保育所、幼稚園では、人権意識向上の基礎となる仲間づくり、豊かな言葉や表現、自分や他人の

命の大切さや生きる力を培います。 

② 学校園は、地域の実態、園児、児童、生徒の基本的な生活実態や基礎学力の定着状況、人権意

                            
15 16 頁参照 
16 部落差別をなくすために、市職員が部落差別について正しく理解し、差別の現実、厳しさを対話の中から学び、職場、家庭、地域社会に

おいて行動を起こせるよう当事者と交流し学習する会のことをいう。 
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識などを的確に把握し、部落差別が人権問題の重要な柱であると捉え、人権教育全体計画の中

に、発達段階に応じて系統的に部落問題学習を適切に位置付けて、引き続き実践していきます。 

③ 教職員及び保育所職員は、自ら差別の実態を深くとらえ、差別される側の視点に立って、すべて

の子どもの自己実現が図られるよう取り組むとともに、差別を見抜き、差別を許さない力を育成し

ます。 

④ 市人権・同和教育協議会17の「進路保障委員会」、市教育委員会の「生徒指導連絡協議会」に

おいて、学力保障、進路保障の充実を図ります。 

⑤ 家庭、地域とともに、部落差別のない社会をつくり上げるため、人権・同和参観、懇談の内容を充

実します。 

 

（３）人権文化センターの取組 

① 部落差別をはじめとした様々な人権問題の解決に向けて、解放文化祭や人権学習会、講演会な

どの各種事業を実施します。また、地域に開かれたコミュニティセンターとして、市民交流の活動の

場を提供します。 

② 人権文化活動団体や地域福祉活動団体に対する支援を行い、人権学習グループなどへの情報

提供に努めます。 

③ 相談事業をはじめとする多様な事業の実施を通して地域課題の把握に努め、問題を早期発見し、

必要に応じて関係機関、団体などへ取り次ぎます。そのための利用しやすい相談体制、職員の資

質向上に努めます。 

 

（４）人権相談の充実 

① 結婚や就職などにおける差別事象や差別落書きなどが発生した場合には、事実確認とともに当

事者及び関係者への助言などを行い、必要に応じて関係機関などと連携して解決を図ります。ま

た、人権文化センターや人権男女共同参画課の相談窓口においては、相談担当者の資質向上や

相談内容に関する秘密保持を厳格化するなど、二次被害につながらないよう十分配慮するととも

に利用しやすい相談体制づくりに努めます。 

② 人権擁護委員による随時の相談や定期の人権相談を継続して実施するなど、人権問題の解決

を図るため、神戸地方法務局伊丹支局や関係機関と連携を密に、人権相談体制を充実します。 

 

（５）「えせ同和行為」の排除 

① 部落差別を口実として企業、行政機関などへ不当な圧力をかけて、高額の書籍を売りつけたりす

るなどの「えせ同和行為」の排除に向け、啓発に努めます。 

  

                            
17 16 頁参照 
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（６）本人通知制度18の推進 

① 「本人通知制度」の登録する市民が増えるように、ホームページや広報など様々な媒体、講演会

や研修会等の様々な機会を通じて周知を図るとともに、地域のサービスセンターやサービスステー

ション、人権文化センターで受付が可能であることを周知します。 

 

（７）モニタリング制度19の推進（重点施策） 

① 匿名性と拡散性を特徴としたインターネット上での差別動画や書き込みに対して、引き続きモニタ

リングを実施し、法務局や近隣自治体と情報を共有しながら、差別事象の早期発見、拡散防止に

努め、削除要請等を行います。 

 

（８）部落差別解消推進法の周知 

① 部落差別解消推進法の周知を図り、法の理念を踏まえた人権教育及び人権啓発に取り組みま

す。 

  

                            
18 本人などの代理人や第三者に住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を交付した場合に、事前に登録された方に対して、証明書を

交付した事実を通知する制度。この制度は、結婚差別や就職差別につながる不正な身元調査に使用するために戸籍謄抄本を取得した場

合に、不正取得が発覚しやすくなることにより不正請求を抑止し、人権擁護につながることを目的としている。 
19 人権にかかわる分野において、インターネット掲示板などに書き込まれている書き込みに対し、悪質な差別書き込みが書かれていない

か確認し、重大な人権侵害にあたる書込みや差別を助長するような書き込みについて、プロバイダなどに対し削除要請する制度をいう。 
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２．障碍
がい

のある人 

国連は、昭和 56 年（1981 年）、ノーマライゼーション20を具体的に行動として取り組むことができ

るよう「完全参加と平等」をテーマとした「国際障害者年」を定め、昭和 58 年（1983 年）から 10 年

間を「国連障害者の 10 年」とし、世界各国では障碍
がい

のある人々の権利拡大と具体的な施策の発展

が図られました。また、障碍
がい

のある人の人権問題を、個人の身体的精神的機能の不十分さやそれに

よって引き起こされる能力の不足ととらえるこれまでの考え方を大きく転換させ、社会環境が障壁（バ

リア）をつくり、障碍
がい

のある人を受け入れてこなかったことにあり、問題は社会のほうにあるとの認識

（社会モデル）に立ち、その後の施策を、障碍
がい

のある人が自分で自分の生き方を選択して決める権利

が保障され、障碍
がい

のある人もない人も、ともに生活ができる社会の実現を基本とするようになりました。 

障碍
がい

者が地域社会で生活を営むうえで妨げとなる社会的な制度や慣行を社会的障壁といいます。

道路の段差や階段、施設でのエレベーターの不備など「社会における事物」、資格制限などによる

「制度」、障碍
がい

のある人を意識していない習慣、文化などの「慣行」、障碍
がい

や障碍
がい

のある人への考え方、

無理解などの「観念」が社会的障壁であり、今後も、これらの障壁をひとつずつ取り除いていく必要

があります。 

平成 18 年（2006 年）12 月に国連総会で「障害者権利条約」が採択され、平成 20 年（2008

年）5 月に発効し、日本でも平成 26 年（2014 年）1 月 20 日に批准しました。障害者権利条約は

障碍
がい

者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障碍
がい

者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的

として、障碍
がい

者の権利の実現のための措置について定める条約です。 

「私達のことを、私達抜きに決めないで」という意思決定過程における障碍
がい

当事者の関与の考え、

「社会モデル」の考えが反映され、「合理的配慮21」が定義されています。 

国は、平成 23 年（2011 年）6 月に「障害者虐待防止法」の成立、同年 8 月に「障害者基本法」

の改正、平成 24 年（2012 年）6 月に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律」及び「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律」の成立、平

成 25 年（2013 年）6 月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（以下「障害者差

別解消法」という。）の成立及び「障害者の雇用促進等に関する法律」（以下「障害者雇用促進法」

という。）の改正など様々な制度改革を行いました。 

「障害者差別解消法」は、全ての国民が、障碍
がい

の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格

と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障碍
がい

を理由とする差別の解消を目的として、

平成 28 年（2016 年）4 月から施行されています。 

市は、法律で義務付けられている虐待を受けたと思われる障碍
がい

者を発見した人からの速やかな通

報を受理するため、市高齢・障碍
がい

者権利擁護支援センターとともに令和３年度（2021 年度）から、基

幹相談支援センターと７つの日常生活圏域の各地区に委託相談支援事業所を配置し、養護者、障

害者福祉施設従事者、使用者などによる障碍
がい

者虐待に対応しています。 

                            
20 障碍(がい)のある人もない人も、ともに社会の一員として、お互いに尊重し支え合いながら、地域の中で共に生活することが当たり前の

社会であるとする考え方をいう。障碍(がい)のある人などの少数者に普通の暮らしを保障する視点と、少数者を排除する社会は不毛で貧

しい社会とする視点という２つの視点を含んでいる。 
21 障碍(がい)のある人が日常生活や社会生活で受ける様々な制限の原因となる社会的障壁を取り除くために、障碍(がい)のある人に

対して個別の状況に応じて行われる配慮のこと。 
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平成 28 年（2016 年）12 月に制定した「障碍
がい

者差別解消に関する条例」に基づき、市全体で取

り組むため障害者差別解消支援地域協議会、差別事案に関する申立てに対して助言又はあっせん

を行うための附属機関として調整委員会を設置し、不当な差別的取扱いや合理的配慮22の不提供

などの障碍
がい

を理由とする差別の解消を推進しています。 

また、手話への理解の促進及び手話の普及を図り、手話を使用しやすい環境づくりを推進すること

により、全ての市民が相互に人格と個性を尊重し、心豊かに共に生きる地域社会を実現することを目

的として平成 28 年（2016 年）12 月に「宝塚市手話言語条例23」を制定しました。 

令和３年（2021 年）３月に策定した「宝塚市第５次障碍
がい

者施策長期推進計画」では、全ての障碍
がい

者の人権と自由を持つことの権利を守り、それらがもたらす利益を完全に、平等に受けられる社会の

実現や、障碍
がい

者が自分で選択し、決定する権利が尊重され、不足するものは公的支援を活用しなが

ら、周囲との助け合いの中で自立した生活が実践されることを目指すことを基本理念とし、施策の着

実な推進を図っています。 

平成 28 年（2016 年）に実施した人権問題に関する市民意識調査において、“障がいのある人

の人権に関して特に問題だと感じること”での設問では、「障がいのある人が能力を発揮したり、働け

る場所が少ない」（49.2％）、「障がいのある人の社会参加への受け入れ態勢が十分でない」

（48.2％）、「暮らしやすいまちづくり・住宅づくり」（39.3％）の回答が他の回答よりも高くなっていま

すが、前回調査時（平成 17 年（2005 年））に比べて 7～10 ポイント少なくなっています。一方、「学

校や職場などで不当な扱いを受ける」（９.７％）や「病院での看護、福祉施設での介護などの対応

が不十分」（８.７％）などの人権侵害についての回答は前回に比べて高くなっています。 

  

                            
22 29 頁参照 
23 平成 28 年（2016 年）12 月に、手話は音声言語である日本語とは異なる独自の体系を持つ言語であるとの認識に基づき、手話への

理解の促進及び手話の普及を図り、手話を使用しやすい環境づくりを推進することにより、インクルーシブな地域社会の実現をめざして施

行。 
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資料：市民意識調査報告書 

【課題】 

○ 新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応として、講演会、学習会等が中止となりました。今後

継続して障碍
がい

者差別解消における人権教育、啓発を実施するために、インターネット等を活用した

PR 動画を作成・発信するなど様々な手法を検討していきます。 

○ 現在においても店舗などで身体障害者補助犬24の同伴拒否があるため、引き続き、補助犬に対

する理解を広めるための啓発が必要です。 

○ 避難支援組織の取組において、負担感や担い手不足等から脱退する地域団体があり、地域にと

って取り組みやすい事業としていく必要があります。 

○ 多様な生活課題が存在することにより、既存のセルフヘルプグループでは解決できないことがあ

るため、同じ悩みのある方同士をつなぐには、地道な支援と長期的な時間が必要です。 

○ 交通機関、道路、店舗、公園などのバリアフリー化が引き続き課題です。 

 

【具体的施策の方向】 

 障碍
がい

のある人が合理的な配慮を受け、安心して暮らせるとともに、市民すべてが障碍
がい

のある人の権

利や多様性を尊重し、差別の解消を通じて相互の信頼が確立された住みよい社会の実現をめざしま

す。 

市は、引き続き「障害者差別解消法」の理念を踏まえ、障碍
がい

のある人への差別を重要な人権問題

の柱とし、学校や家庭、地域、関係機関が連携をとり、継続した人権教育、啓発に積極的に取り組み

ます。 

                            
24 身体障害者補助犬は、盲導犬、介助犬及び聴導犬。身体障害者補助犬法に基づき訓練・認定された犬。 

【図９ 障がいのある人の人権に関して、特に問題だと感じること】 
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障がいのある人が能力を発揮したり、働ける場所が少ない

障がいのある人の社会参加への受け入れ体制が十分でない

道路の段差解消やエレベーターの設置など暮らしやすいまちづくり・住宅づくりが進んでいな

い

障がいのある人が不当に扱われたり、意見や行動が尊重されていない

日常生活に必要な情報をわかりやすく伝える配慮が足りていない

障がいのある人の人権を守るための法律や制度の整備が十分でない

わからない

学校や職場などで不当な扱いを受ける

病院での看護、福祉施設での介護などの対応が十分でない

その他

今回（N＝1,661） 前回（N＝1,463）N＝有効回答数 
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（１）権利擁護25の推進 

① 全ての人へ「宝塚市障碍
がい

者差別解消に関する条例」や「宝塚市手話言語条例26」の内容を深く

知ってもらい、「シンシアのまち宝塚」をシンボルとする人にやさしいまちづくりを目指して、障碍
がい

や

社会にある障壁により自分らしく暮らすことができない人についての理解を深めてもらうために、あ

らゆる場所での啓発活動や障碍
がい

のある人と障碍
がい

のない人が交流できる機会をつくることに取り組

みます。 

② 障碍
がい

者の権利擁護支援のひとつとして、障碍
がい

者やその家族の高齢化などの問題に対して、必要

な人に成年後見制度27を十分に活用してもらうため、市役所の相談窓口や相談支援事業所などと

連携しながら、制度の周知を行い認知度の向上に努めます。 

宝塚市障害者差別解消支援地域協議会や宝塚市高齢者・障碍
がい

者権利擁護支援センターと連

携して、障碍
がい

者の差別的・抑圧的な状況の改善や人権侵害の予防、権利侵害を受けた人へ解決

につながる支援を行います。 

③ 日頃から、障碍
がい

のある人の生活に関わる事業者の職員が、全ての生活場面の中で、意思決定に

配慮しながらサービス提供を行えるような取組を促進します。 

 

（２）自立生活の支援と社会参加の促進（重点施策） 

① 障碍
がい

のある人が安心して自立した生活を送るために、生活の場所となるグループホームの充実

のための支援、住宅の環境整備への支援、また、住む場所の情報提供などの住居に関する支援に

取り組みます。 

② 障碍
がい

のある人の外出先などでの不安解消のため、サポートできる人と助けが必要な人のそれぞ

れがお互いに声を掛け合って行動することができ、また、公共施設や道路等でのバリアフリー化や

ユニバーサルデザイン28の使用など、障碍
がい

の特性に応じた合理的配慮29を理解し、実践するまちづ

くりに取り組みます。 

③ 「宝塚市手話言語条例」の普及と認知度の向上に取り組み、生活の中で必要不可欠な他者との

コミュニケーションや情報発信や受取りにおいて、それぞれの障碍
がい

の特性を理解し配慮した情報発

信やコミュニケーションツールの活用など情報のバリアフリー化に努めます。 

④ 感染症により生活様式の変更を余儀なくされるなど、日常生活に影響がある場合などを想定し、

地域生活支援における課題の整理や分析を行い、支援方法を検討します。 

 

                            
25 自分の権利や意思をうまく表現できない、不利益に気づかない人に代わって、本人の権利を護ること。福祉分野においては、サービスの

利用援助や苦情、不服の代行を行い、自己決定のもとで自分らしく暮らし続けることを支援することを意味する。 
26 30 頁参照 
27 認知症、知的障碍(がい)、精神障碍(がい)などのために判断能力が十分でない人々を保護するための制度。そのような人が契約を結

ぶ必要がある場合などに、本人に代わってこれらの行為を行うなどの後見的役割を務める成年後見人などを家庭裁判所が選任すること

によって、その判断能力を補うもの。 
28 人間が言語の違い、左右の利き手の違い、障碍(がい)の有無、老若男女といった差異を問わずに利用することができる設計、工業デザ

インをいう。デザイン対象を障碍(がい)のある人や高齢者に限定していない点で、一般的に言われる「バリアフリー」とは異なる。 
29 29 頁参照 
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（３）教育の推進 

① 障碍
がい

や障碍
がい

のある人への理解を深めて、自ら行動を起こし、互いを尊重しながら共に生きる社会

をつくるには、小学校低学年から福祉教育に取り組み、継続することがとても大切です。また、子育

て・教育・家庭・職場・地域など、様々な環境とステージでの福祉教育に取り組みます。 

② 低学年から、障碍
がい

のある児童とない児童が一緒に学び合う機会を設けることや、就学前などでき

るだけ幼い頃からの地域住民や高齢者と交流する機会を設けることで、世代を問わずに互いに認

識と理解を深め、また、地域との関係性も構築する機会となるように取り組みます。 

③ 福祉教育を継続して取り組むための環境整備や福祉教育を担う人材育成への取組に対して支

援します。 

④ 障碍
がい

のある子ども一人ひとりの成長に必要な早期発見と早期療育に努め、乳幼児健診や発達相

談の機会を活用して必要な支援や関係機関へ繋ぎ、障碍
がい

のある子どもの持てる力を高め、生活や

学習上の困難性に対する支援を行います。 

 

（４）就労の促進 

① 障碍
がい

のある人の雇用確保や就労定着への支援として、企業や雇用主が障碍
がい

と障碍
がい

のある人につ

いて理解し、それぞれの障碍
がい

の特性に合った職場環境の整備や、社員等へ障碍
がい

についての理解を

深める研修などに取り組むように啓発を行います。 

② 福祉的就労の利用者の工賃向上を目的として、障害者優先調達推進法による障害者就労施設

等から優先的に物品等を調達することを促し、障害者就労施設等が共同で物品や役務を受注す

るための共同受注窓口などへの運営支援を行うなど、受注機会の拡大による工賃向上に取り組

みます。 

 

（５）保健、医療の充実 

① 乳幼児期健診や子どもの発達に関する相談など、子どもの成長において早期から関係する機関

で把握する状況により、宝塚市障碍
がい

福祉課、宝塚市立健康センター、宝塚市立子ども発達支援セ

ンター、各学校など関係機関の連携に努めます。 

② 障碍
がい

のある子どもたちのライフステージに合わせた切れ目のない支援のために、保育所、幼稚園、

学校等の関係機関と本人・保護者との横断的な繋がりや情報共有を図り、既存の「たからっ子ノ

ート30」などを積極的に活用しながら取り組んでいきます。 

 

（６）防災の推進と災害時支援の充実 

① 福祉避難所や指定避難所で障碍
がい

の特性によって異なる必要な備品や環境について整理しなが

ら整備に取り組みます。また、避難時においては様々な配慮が必要となる人が集まることを互いに

理解し思いやりのある行動が必要となるため、平時から、障碍
がい

の特性により配慮する点が異なるな

                            
30 進級、進学就労の際にこれまでの課題や、取組、支援の経過や内容を次につなげる、情報を共有するためのノートで、乳幼児期から成

人期まで一貫した支援が受けられることを目的としている。 
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ど、障碍
がい

に対する知識と理解を広める取組をします。 

② 災害への備えや災害発生時に重要となる初動対応など、障碍
がい

のある人へも自己防災の意識を高

める啓発を行い、平時から地域との関わりを持つことや地域住民が障碍
がい

のある人への理解を持ち

互いに助け合うことができるように働きかけます。 

③ 感染症の影響による緊急対策を求められる状況下では、速やかに障碍
がい

者や福祉事業所等の状

況把握と情報提供を行い、関係機関と連携して取り組みます。 

 

（７）社会的孤立にある人への支援 

① 社会的孤立にある人に対して、必要な支援を実施できるように地域福祉、高齢福祉、子育て各部

署などの関係機関と連携し必要とされる障碍
がい

者施策を実施します。 

② 支援が必要な状態にある人やその人と接触できる人へ情報提供を行い、市の各相談窓口や相

談支援事業所など身近な相談機関を周知し、本人や家族等と関係機関がつながりを持ち、状況

把握ができるように努めます。 

 

（８）相談支援体制の強化 

① 障碍
がい

のある人が抱える不安や問題に的確に応えることができるように、専門的な知識と経験があ

る相談員と、地域の課題を把握している相談員との連携を目指し、基幹相談支援センターの１か所

と日常生活圏域の７地区の各１か所に配置した相談支援事業所を含む地域生活支援拠点等によ

り、相談支援体制の質の強化に取り組みます。 

② 障碍
がい

のある人が相談したいときに、相談したい内容に対応できるように、委託相談支援事業所を

増やすことや、必要な人員の確保に対して支援を行います。 

③ 相談者に有益な情報を提供できるように、相談窓口となる相談員やその他の専門職に情報提供

や必要な研修を受ける機会の提供を実施します。 

④ 障碍
がい

のある人の就労問題で、就労前や就労定着のそれぞれのときに抱える問題に対する相談窓

口として、ピアサポート31の活用や宝塚市障碍
がい

者就業・生活支援センターやハローワークなどの専

門機関との連携に取り組みます。 

  

                            
31 同じ課題や環境を体験する人同士がその体験から来る感情を共有することで、専門職による支援では得がたい安心感や自己肯定感

を得られる活動。 
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３．女性 
 国連は、女性への人権侵害や差別を是正するために昭和 50 年（1975 年）を「国際婦人年」、そ

れに続く昭和 51 年（1976 年）からの 10 年間を「国連婦人の 10 年」と定め、「平等・開発・平和」

の理念に基づき、女性の自立と地位向上のための取組を進めてきました。平成 23 年（2011 年）よ

り「ジェンダー平等と女性のエンパワーメント32のための国連機関」が設立され、平成２７年（2015

年）にアジアではじめての事務所が東京に開設されました。このように国連では、女性差別の撤廃を

めざして地球規模での行動を展開しています。 

 国は、国際的な動きと連動し、「女子差別撤廃条約」や「国際労働機関（ＩＬＯ）156 号条約（家族

責任条約）」の批准の後、平成１１年（1999 年）に、男女共同参画社会の実現を２１世紀のわが国

社会を決定する最重要課題と位置付ける「男女共同参画社会基本法」を制定しました。こうした中、

「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」や「育児休業、介護休業

等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の制定などの法制度の整備など、様々な

男女共同参画の取組が進められました。ドメスティック・バイオレンス（以下「ＤＶ」。デートＤＶ33を含

む。）に関しては、平成 13 年（2001 年）に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関す

る法律」が施行され、ＤＶは重大な人権侵害として認知されるようになりました。 

平成 27 年（2015 年）9 月には「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が施行さ

れ、男性を含めた働き方の見直しを進め、国や地方公共団体、民間事業主に数値目標や行動計画

の公表などを義務付けるなどの取組が始まりました。 

市は、平成６年（1994 年）に、総理府（現内閣府）による「男女共同参画宣言都市」の指定を受

け、平成 14 年（2002 年）６月に、男女共同参画社会実現に向けての取組を一層推進していくため

の基盤を整備するため「宝塚市男女共同参画推進条例」を制定しました。また、男女共同参画社会

の形成をめざし、平成８年（1996 年）に「宝塚市女性プラン」を策定し、平成１８年（2006 年）に

「宝塚市男女共同参画プラン」、平成 28 年（2016 年）にＤＶ対策基本計画、女性活躍推進計画と

合わせた「第２次宝塚市男女共同参画プラン」を策定しました。平成３１年（2019 年）には、性的マ

イノリティの権利擁護34の取組をより一層推進するために、性自認や性的指向について定義し、性別、

性自認、性的指向による差別を禁止とする「男女共同参画推進条例」を改正しました。 

配偶者などからの暴力防止の取組では、ＤＶを許さない社会の実現をめざして、平成 23 年

（2011 年）にＤＶ対策基本計画を策定し、「たからづかＤＶ相談室（宝塚市配偶者暴力相談支援セ

ンター）」を開設し、被害者の支援や自立に向けた取組などを行っています。 

平成 28 年（2016 年）に実施した人権問題に関する市民意識調査で、“女性の人権に関して特

に強く問題だと感じること”を尋ねたところ、「雇用の場での男女の差別的な待遇（昇給や昇進の格

差など）」（女性４０.６％、男性３６.３％）、「女性の社会参画のための就労環境や支援制度などの不

備」（女性３７.７％、男性３０.０％）といったことに対する問題意識が高くなっています。 

                            
32 自らが潜在的に持っている力を引き出し、意識と能力を高め、力をつけること。 
33 婚姻関係はないが、親密な関係にある恋人間に起こるＤＶのこと。 
34 32 頁参照 
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令和３年（２０２１年）に実施した市民アンケート調査で、“社会において、男女の機会均等が図られ

ていると思いますか”については、「十分に図られている」（6.８％）、“市の施策は、男女共同参画の

視点に立っていると思いますか”については、「十分に立っている」（6.６％）となっており、引き続き施

策の推進が必要となっています。また、“男女共同参画を進めるために、どのようなことを充実または

改善すれば良いと思いますか”については、「社会通念・慣習・しきたりなど」（54.2％）、「職場の待

遇」（51.7％）、「家事の分担」（50.9％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市民意識調査報告書 

  

【図１０ 女性の人権に関して特に強く問題だと感じること（性別）】 
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資料：市民アンケート調査報告書35 

 

 

 
資料：市民アンケート調査報告書 

 

  

                            
35 13 頁参照 

【図１１ 社会において男女の機会均等が図られていると思うか】 

 

【図１２ 男女共同参画を進めるために、どのようなことを充実または改善すれば良いか】 

N＝有効回答数 

N＝有効回答数 
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資料：市民アンケート調査報告書36 

 

【課題】 

○ 男女共同参画を進めるために「職場の待遇」の改善、男性の家事・育児等の参画が必要です。 

○ デート DV37防止のために、予防教室実施校を増やすなど、若年期からの啓発が必要です。 

○ 市職員の管理職に占める女性の割合（令和４年度（２０２２年度）２３.６％）が、市の目標値（３

０％）を下回っており、比率を上げていく必要があります。 

○ 女性も男性も人生の様々なステージを通じて、多様な生き方が選択できるように市民、事業者と

ともに連携・協力しながらワーク・ライフ・バランス38を推進する必要があります。 

 

【具体的施策の方向】 

今なお、男女の役割を固定的にとらえる意識などが根強く社会に残っていることがあり、女性が不

利益を受ける原因にもなっています。誰もがお互いの立場を尊重して、協力し合えるよう、この問題に

ついての関心と理解を深めていくことが重要です。 

市は、第２次宝塚市男女共同参画プランにおいて、「社会のあらゆる分野に、男女が共に参画する

機会が保障されるまち」「すべての人が性別に捉われず、自分らしく生き生きと暮らせるまち」「各々

の個性と能力を十分に発揮し、男女が共に責任を分かちあえるまち」「性の多様性が尊重されるまち」

を基本理念とし、男女共同参画社会をめざして施策を推進します。 

 

                            
36 13 頁参照 
37 35 頁参照 
38 誰もが、仕事、家庭生活、地域活動、個人の自己啓発など、様々な活動を自分の希望するバランスで実現できる状態のことをいう。職場

における育児休業、介護休業などの取得の促進、これらを取得しやすい職場の雰囲気づくりなどが求められる。ワーク・ライフ・バランスの

実現が、多様な働き方、生き方を選択できる社会の実現につながるもの。 

【図１３ 市の施策は、男女共同参画の視点に立っていると思うか】 

 

N＝有効回答数 
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（１）男女共同参画社会実現のための教育、学習、啓発の推進 

① 女性も男性も自らの意思に基づき、個性と能力を発揮できる多様性に富んだ豊かで活力のある

男女共同参画社会の実現に向けて、男女共同参画に関する理解が深まるよう取組を進めます。 

② 保育所、幼稚園、学校では、一人ひとりの個性に応じて能力を伸ばすことができるよう男女共生

教育を行います。進路指導やキャリア教育においても、性別に関わりなく子ども自らが自由に選択

できるように教育を推進します。 

③ 保育所職員や教育関係者については、男女共同参画の視点を踏まえた研修を充実させます。 

 

（２）女性への暴力の根絶とあらゆる人の人権の尊重 

① 家庭、地域、職場、学校等において DV に関する理解を深め、人権を尊重する意識を育むための

教育や啓発に取り組みます。 

② DV 被害者の個人情報が守られ、安心して相談できる体制づくりに取り組むとともに、被害を深刻

化させないために、被害者を発見しやすい立場にある関係機関や地域の人々の協力のもと、DV を

早期発見し、支援につなげる体制づくりを進めます。 

③ あらゆるハラスメントやストーカー行為などの様々な形での人権侵害を解消するために、市民や

事業者に対して、学習や啓発を行い、被害の未然防止に取り組みます。 

 

（３）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進（重点施策） 

① 女性も男性も育児、介護など人生の様々なステージを通じて、多様な生き方が選択できるよう、働

き方などの見直しのための取組や、子育て、介護の支援などの充実により、仕事と生活の調和（ワ

ーク・ライフ・バランス39）が実現する社会をめざします。 

② 女性の就業や再就職の支援に取り組むとともに、女性の労働環境の整備、改善を図ります。 

③ すべての女性の活躍促進と男性の個性と能力を発揮するために、男女共同参画に関する理解の

促進に取り組みます。 

④ 市政などに関わる政策、方針決定過程への女性の参画を推進するため、女性職員の管理職への

登用を推進します。 

⑤ クオータ制40により市審議会などの委員や地域における各種委員などあらゆる分野において、女

性がさらに活躍できるように取り組みます。 

⑥ 災害時における女性に対する配慮不足などが指摘されており、防災、災害時の応急対策などに

ついて、女性の視点を取り入れ、意思決定の場に女性の参画を進めます。 

  

                            
39 38 頁参照 
40 不平等是正のための方策のひとつで、「割り当て制度」などという。審議会の人数などで、男女比に偏りがないように定める方法で、結

果の平等をめざすもの。 
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（４）男女共同参画社会実現のための総合的推進 

① 男女共同参画センターの運営については、指定管理者と市が連携、協力することにより、男女共

同参画社会実現のための拠点としての機能をさらに充実させます。 

② 誰一人取り残さない多様性と包摂性のある社会を実現するために、全ての施策に男女共同参画

の視点を取り入れた展開を図っていきます。 
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４．高齢者 
わが国の人口は、少子化により平成 20 年（2008 年）の 1 憶 2,808 万人をピークに減少に転じ

ており、人口減少は今後更に加速していくことが予測されています。また高齢化が急速に進行し、令

和 22 年（2040 年）頃には高齢者人口がピークを迎える見込みとなっています。 

本市の人口も、これまで増加を続けてきましたが、平成 27 年（2015 年）国勢調査で減少に転じ、

近年は、生産年齢人口41と年少人口42は減少する一方で、高齢者人口は増加しています。 

令和２年（2020 年）１０月１日現在で実施した令和２年国勢調査の確定値による本市の人口年

齢別割合は、15 歳未満人口が 29,195 人、12.9％（平成 27 年 13.2％）、15 歳以上 65 歳未満

人口が 129,846 人、57.4％（平成 27 年 58.2％）、６５歳以上人口が 63,689 人、28.1％（平成

27 年 26.6％）となっています。 

国は、高齢者が介護を必要とする状態になっても尊厳をもって自立した生活を送ることができるよ

う、平成 12 年（2000 年）から高齢者の介護を社会全体で支える介護保険制度をはじめ、認知症な

どにより判断能力が十分でない人を保護するための成年後見制度43、高齢者が福祉サービスを利

用するのに際して、自己決定権を尊重し権利を擁護する日常生活自立支援事業など、高齢者を社会

で支え合う仕組みが整備されてきました。平成 18 年（2006 年）には、高齢者に対する身体的虐待

や養護を著しく怠るネグレクト44などの増加を踏まえ、高齢者の人権を守るため、「高齢者の虐待の

防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行され、高齢者虐待の対応を図るととも

に、養護者の支援を行い、その負担の軽減を図ることとされました。 

平成 24 年（2012 年）には介護保険制度が改正され、①介護、②予防、③医療、④生活支援サー

ビス、⑤住まいの 5 つの支援・サービスを一体的に提供し、地域の様々な支援、サービスの仕組みを

活用しながら、高齢者施策全体の進展を図る「地域包括ケアシステム45」の構築に向けた取組が始

まりました。 

市は、令和３年（20２１年）に福祉の分野における基本計画となる「宝塚市地域福祉計画（第３

期）」を策定し、市民が積極的に支え合う活力のある福祉のまちづくりを推進しています。また、同年

に「宝塚市地域包括ケア推進プラン（宝塚市高齢者福祉計画・第８期宝塚市介護保険事業計画）」

を策定し、高齢者が、住み慣れた地域でいきいきとした暮らしを送ることができ、たとえ介護や支援が

必要となっても、地域全体で支え合うことができる社会実現に向けて高齢者施策を推進しています。 

平成 28 年（2016 年）に実施した人権問題に関する市民意識調査においては、“高齢者の人権

に関して特に問題だと感じること”を尋ねたところ、「高齢者の財産を狙った悪徳商法や詐欺などが

多いこと」（60.6％）が最も高く、次いで「高齢者が能力を発揮したり、働ける場所が少ない」

（39.9％）となっています。 

 

                            
41 生産活動の中心にいる人口層のことで、15 歳以上 65 歳未満の人口が該当。 
42 15 歳未満の人口 
43 32 頁参照 
44 家族や介護老人福祉施設、居宅サービス事業等の業務に従事する者が、介護や世話の放任または放棄すること。 
45 要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活

支援が一体的に提供される支援体制。厚生労働省が提唱し、団塊の世代が 75 歳以上となる令和 7 年（2025 年）を目途に、全国の市

町村で構築に取り組んでいる。 
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資料：市民意識調査報告書 

【課題】 

○ 「団塊の世代46」が全て 75 歳以上になる令和７年（2025 年）、「団塊ジュニア世代47」が 65 歳

以上となる令和 22 年（2040 年）は高齢化の進展と介護サービスの担い手減少が見込まれる

「2025 年問題48」「2040 年問題49」に向けて、社会全体で医療や介護のニーズへの対応が課

題となっています。 

○ 成年後見制度50やその他の地域資源に精通し、かつ、傾聴力のある相談員を養成、支援していく

必要があります。 

○ 高齢者の増加に伴い、いきがいづくりとしてのボランティア活動のニーズは高まっているが、価値

観が多様化しているため、多様な活動形態や参加手法を検討する必要があります。 

○ 学校園所では高齢者との交流活動を積極的に取り組んできたが、コロナ禍において、高齢者との

直接的な交流は難しい状況があったこともあり、オンラインの活用等の工夫も検討する必要があり

ます。 

                            
46 日本における第一次ベビーブームが起きた時期に生まれた世代。主に第二次世界大戦直後の昭和 22 年(1947 年)～昭和 24 年

(1949 年)の間に生まれた人を指す。 
47 日本における第二次ベビーブームが起きた時期に生まれた世代。昭和 46 年(1971 年)～昭和 49 年(1974 年)の 4 年間に生まれ

た人を指す。 
48 団塊の世代が 75 歳以上となり、国民の 3 人に 1 人が 65 歳以上、さらに 5 人に 1 人ほどが 75 歳以上になること。 
49 団塊ジュニア世代が 65 歳以上になること。 
50 32 頁参照 
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0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

高齢者の財産を狙った悪徳商法や詐欺などが多い

高齢者が能力を発揮したり、働ける場所が少ない

道路の段差解消やエレベーターの設置など暮らしやすいまち

づくり・住宅づくりが進んでいない

病院での看護、福祉施設での介護などの対応が十分でない

日常生活に必要な情報をわかりやすく伝える配慮が足りてい

ない

家族が世話をしなかったり、暴力を加えたりする

高齢者の人権を守るための法律や制度の整備が十分でない

高齢者が不当に扱われたり、意見や行動が尊重されていない

わからない

その他

無回答

今回（N＝1,661） 前回（N＝1,463）

【図１４ 高齢者の人権に関して特に問題だと感じること】 

N＝有効回答数 
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【具体的施策の方向】 

高齢者に対しての介護施設や家庭等における身体的・心理的虐待、高齢者の家族等による無断

の財産処分（経済的虐待）などの人権問題が発生しています。高齢者がいきいきと暮らせる社会に

するため、認知症への理解も含めて、この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。 

市は、「宝塚市地域福祉計画（第３期）」においての「すべての人が互いに認め合い、支え合い、共

に輝きつづける 安心と活力のまち 宝塚」、「宝塚市地域包括ケア推進プラン（宝塚市高齢者福祉

計画・第８期宝塚市介護保険事業計画）」においての「健康で、安心して自分らしくいきいきと暮らし

続けられるまち宝塚」を基本理念とし、施策を推進します。 

 

（１）高齢者の権利擁護51と虐待防止 

① 地域包括支援センターを中心として、成年後見制度や日常生活自立支援事業など高齢者の権

利擁護のための諸制度に関する情報提供を推進するとともに、これらの制度を活用した適切な相

談・援助に努めます。 

② 高齢者虐待を未然に防ぎ、問題が深刻化する前に早期発見し、高齢者や養護者、家族等に対す

る適切な支援を行うため、地域住民、民生委員・児童委員、老人クラブ、自治会等の地域と連携し、

見守り体制を充実します。併せて、高齢者及び障碍
がい

者虐待防止ネットワーク連絡会を通じて、虐待

の相談窓口である地域包括支援センターとの虐待の予防・早期発見の体制づくりを推進します。 

③ 養介護施設従事者等による高齢者虐待については、不適切なケアの改善、虐待を発見した場合

に円滑な通報が行われるよう指導・周知を行います。 

 

（２）認知症施策の推進（重点施策） 

① 認知症に関する正しい知識と理解を持って、地域や職域で認知症の人や家族を応援する認知症

サポーターの養成を進めるとともに、自分の希望や必要としていること等、本人の意見を把握し、認

知症の人本人の視点を認知症施策に反映するよう努めます。 

② 運動不足の解消、生活習慣病の予防、社会的孤立の解消や役割保持等の認知症予防に資する

可能性がある活動を推進します。 

③ 認知症の人とその家族を支える資源の充実、認知症サポーターの活動の場の拡大、地域の支援

機関や地域住民との協働による地域づくりなど、認知症地域支援推進員を中心に認知症の人と

家族への支援の充実を図ります。 

④ 若年性認知症の人への施策を推進します。 

 

（３）社会参加といきがいづくりの促進 

① 高齢者間や子どもとの多世代にまたがる交流の機会を増やし、交流することを通じて、高齢者の

閉じこもりや地域からの孤立を防止するとともに、お互いに支え合う地域づくりを推進します。 

                            
51 32 頁参照 
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② 社会で活躍する意欲のある高齢者を支援し、高齢者が培ってきた豊かな知識・経験・技能を生か

すため、ボランティアや地域活動、ＮＰＯ活動に参加しやすい環境づくりや、参加のためのきっかけ

づくりを支援します。 

③ 生涯学習施設など、市内全域で多様な学びの場を提供するとともに、これらの施設を適正に運

営し、その利便性の向上に努めます。 

④ 公共職業安定所やシルバー人材センターなどの関係機関・団体と連携し、高齢者のキャリアや意

欲に応じた就労ができるよう、求職者と事業者の雇用ニーズをマッチングするなど、高齢者の就業

機会の確保に努めます。 

 

（４）福祉のまちづくりの推進 

① 高齢者が安心して外出し、屋外で自由、安全、快適に活動ができるよう、「兵庫県福祉のまちづく

り条例」に基づき、すべての人にやさしい安全で快適なまちづくりをめざします。 

② 災害発生時の支援を必要とする要援護者について、民生委員・児童委員連合会、自治会、まちづ

くり協議会などが安否確認や避難誘導などの避難支援を行う「災害時要援護者支援制度」の取

組を推進します。 

 

（５）エイジフレンドリーシティ52の推進 

① 市民一人ひとりがいきいきと暮らし続けるため、健康寿命を延ばすことに加え、高齢者が支えられ

るだけでなく、社会の支え手としての役割を担い、それぞれの意欲と能力に応じて活躍できる社会

の実現が重要です。そして、誰もが地域に役割や居場所を持つことで、高齢者のＱＯＬの向上、ひ

いてはすべての市民のＱＯＬの向上を目指し、「お互いさま」があふれるまちにします。 

 

（６）保育所、幼稚園、学校における人権教育の充実 

① 学校園所において、全教育、保育活動を通じて高齢者との交流活動を積極的に行い、高齢者の

豊かな経験や生き方にふれ、相互理解や連帯感を深めるなかで共に地域の中で生きることの大

切さを学びます。優れた知識、経験などを持つ高齢者を学校園所に「みんなの先生」として招き、

ふれあう機会を増やします。 

② 社会福祉協議会の地区センターやボランティア活動センター及び地域包括支援センターなどが

各学校園所と連携し、福祉教育の機会を充実します。認知症に関する講座など、様々な活動を通じ

て、当事者理解を促進します。 

③ フレミラ宝塚、地域児童館・学校園所などにおいて、スポーツや文化活動、年間行事を通じて、世

代間交流の推進を行います。 

  

                            
52 世界的な高齢化と都市化に対応するため、平成 19 年（2007 年）、世界保健機関（ＷＨＯ）が提唱した考え方であり、ソフト・ハード両

面で、高齢者にやさしい都市を推進しようとするもの。 
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５．子ども 

わが国では、平成６年（1994 年）に「児童の権利に関する条約」（子どもの権利条約）を批准し、

性別、国籍、障碍
がい

などにかかわらず、子どもには、生きる、守られる、育つ、そして参加する権利がある

ことが明記されています。 

平成 12 年（2000 年）には、「児童虐待の防止等に関する法律」が施行されました。また、平成

25 年（2013 年）には「いじめ防止対策推進法」が施行、それに基づいて同年に「いじめの防止等

のための基本的な方針」が策定され、平成 29 年（2017 年）には、同方針に性的マイノリティの児

童、生徒への配慮が盛り込まれました。その他、平成 22 年（2010 年）には「子ども・若者育成支援

推進法」、平成 26 年（2014 年）には、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が施行されていま

す。 

一方、市においては、平成１９年（2007 年）に子どもの育成や子育て家庭への支援をはじめとする

施策の着実な推進を図るため、長期的、総合的指針となる「宝塚市子ども条例」を施行し、平成 26

年（2014 年）には、子ども施策の総合的な計画として「第２次宝塚市次世代育成支援行動計画 た

からっ子「育み」プラン」を策定しました。 

市教育委員会では、令和２年（２０２０年）に「宝塚市いじめ問題再発防止に関する基本方針」を 

策定、令和３年度には、教育振興に関する中期的な総合計画として、「第 2 次宝塚市教育振興基本

計画」を策定したほか、体罰事案に関する刑事告発の指針を策定しました。 

子どもを取り巻く家庭や社会環境は、インターネットの普及、有害な図書やテレビ番組などによる大

量の情報の氾濫、少子化や核家族化など著しく変化しています。 

平成 28 年（2016 年）に実施した人権問題に関する市民意識調査においては、“子どもの人権に

関して特に強く問題だと感じること”を尋ねたところ、「親が子どもに身体的・心理的・性的な虐待を

加える」（57.6％）、「子ども同士の暴力、仲間はずれ、いじめなど」（57.0％）、「親が子育てを放棄

する」（55.0％）といったことに対する関心が高まっています。特に「子ども同士の暴力、仲間はずれ、

いじめなど」への関心が前回調査時（平成 17 年（2005 年））に比べて 12.0 ポイントも高くなって

います。 
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資料：市民意識調査報告書 

【課題】 

○ 子育ての不安など様々な要因が重なって起こる子どもへの虐待やいじめなどが大きな社会問題

となっています。 

○ 携帯電話やスマートフォンを媒介としたインターネット上の書き込みによるトラブルや事件に巻き

込まれるケースの増加といった子どもの人権を侵害する深刻な問題が発生しています。 

○ 不登校で悩んでいる子ども、保護者からのニーズが高く、それに伴う専門家からの指導助言を求

める学校園の依頼も増加しています。 

○ 夜間等の校区内パトロールにおいては、児童・生徒が夜間に出歩くことが少なくなっているので、

今後は、違う活動の検討も必要です。 

○ 特別支援教育の充実について、情報の共有化が図ることができましたが、福祉の連携のために

は、より多くの時間確保が必要です。 

○ 部落差別をはじめとした人権問題についての学習を発達段階に応じ、継続的、系統的に位置付

けて取り組んでいるが、まだ十分とは言えない状況であるため、継続的な取組が必要です。 

○ 子どもの貧困問題をはじめ、様々な困難を抱える子どもや家庭への支援が必要です。 

○ 「子どもの権利」を守るために「子どもの権利サポート委員会53」などの相談窓口の継続した周

知活動が必要です。 

                            
53 16 頁参照 

【図１５ 子どもの人権に関して特に強く問題だと感じること】 
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【具体的施策の方向】 

子どもは基本的人権を有する権利の主体であることを社会全体で認識し、子どもをあらゆる差別

や虐待、搾取から守る体制を築く必要があります。また、子ども一人ひとりが人権の意義やその重要

性について正しく理解するとともに、自分が権利の主体であるということを認識し、様々な体験活動や

交流を通して、人権を尊重し、自分の大切さ、他の人の大切さを認めることが重要です。 

個性や他者との違いが認められ、あらゆる形の差別や暴力を受けないなど、一人の人間として尊

重され、いきいきと成長していくことが大切にされなければなりません。 

市は、「たからっ子「育み」プラン（後期計画）」においての「子どもを育むことが未来を育む 「育む」

ことが楽しくなるまちへ」を基本理念、「第 2 次宝塚市教育振興基本計画」においての「自分を大切

に 人を大切に ふるさと宝塚を大切にする人づくり」を基本目標とし、施策を推進します。 

 

（１）児童虐待防止（重点施策） 

① 児童虐待防止については、「宝塚市要保護児童対策地域協議会」など関係機関によるネットワー

クを通じて、発生予防から早期発見、早期対応、保護、支援、アフターケアに至るまで、切れ目ない

総合的支援に努めます。 

② 児童虐待防止に関する啓発や相談窓口の周知を行います。 

 

（２）いじめ防止 

① 市教育委員会内にいじめ防止等対策担当チームを設置し、学校におけるいじめの認知や初期対

応、重大事態対応に係る教職員のスキルの向上と学校全体で取り組む仕組みづくりを進めるとと

もに、児童生徒のいじめの認識や相談の大切さといった意識向上に向けた支援を行います。 

② 学校において実践する全校統一のいじめアンケートや各学校で実施している学校アンケートを通

じて、いじめ対応に係る課題を校内で整理し、その上で課題を地域と共有して取り組む仕組みを確

立します。 

③ 子どもが将来に向けて身につけるべき生きる力とは、具体的にどのようなものであるかを明確化

し、各学校でその力を育成するための取組を進めます。 

④ 子どもたちが個々の多様性の尊重を基礎に置き、学びに向かい、考え、判断し、表現するといった

学力テストなどでは数値化できない内面的な力（非認知能力）を育てるため、主体的・対話的で

深い学びの考え方を取り入れた授業の進め方を研究し、未来の創り手となるために必要な資質・

能力を育てます。 

⑤ 中学校区ごとに、育てたい力や目指したい子ども像を明確にし、その育成に向けての指導、支援

のあり方を共有するよう校種間連携の取組を進めます。 
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（３）体罰根絶のための方策 

① 教職員が子どもに対する体罰（暴力）と暴言の根絶について理解し、教育公務員としての自覚と

役割（告発制度を含む）についての認識を図ります。 

② 体罰やハラスメントに対する教職員や子ども、保護者の認識を高め、相談できる体制を構築しま

す。 

 

（４）非行防止、健全育成活動の充実 

① 青少年の非行防止と健全育成を図る活動を学校や関係機関、地域と連携のもと総合的に行い、

子どもが心身ともにたくましく健やかに成長するよう、子どもの人権を守る取組を進めます。 

② 青少年の健全育成をめざし、非行に繋がる問題行動の早期発見、早期指導を図るため、民生委

員・児童委員、主任児童委員、市青少年補導委員、学校、ＰＴＡ・育友会、まちづくり協議会、地域団

体と連携し、日々の街頭補導、夜間特別街頭補導などを実施します。 

③ スクールソーシャルワーカー54を学校に派遣、配置し定例ケース会議や必要に応じて個別ケース

会議を実施するなど、支援の拡充を図ります。子どもの下校時などに、青色パトロールカーによる

見守り活動を行い、登下校の安全確保を行います。主に非行に関する青少年や保護者の悩みに

対して、電話相談、来所相談を充実します。 

④ 各中学校区に設置されている「青少年育成市民会議55」が実施する長期休暇中の子どもへの生

活指導の状況などについて地域で情報交換を行うスクラム会議の開催、親子のふれあいを深める

凧づくり教室、ふれあい凧あげ大会、ハイキング、コンサートなどを通して、子どもと地域住民が直

接ふれあえるイベントを充実させます。 

 

（５）不登校児童生徒への支援 

① 不登校児童生徒の居場所づくりとともに、社会的自立のための力を高めるため、教育支援セン

ター（適応指導教室）の充実を図り、小学生を対象とした拠点施設の整備を進めます。 

② 訪問指導員が、定期的に学校を訪問して長欠児童生徒について教職員と情報交換し、個々の

児童生徒への適切な対応について話し合い、会議で情報を共有しながら、支援方針等について

協議・連携して支援を行っていきます。 

③ 不登校児童生徒に対する支援と多様で適切な教育機会の確保、夜間中学などにおける就学機

会の提供などに取り組みます。 

④ 教室に入りにくい不登校傾向のある子どもに対して、別室で個別の支援を行う別室登校指導員

や、支援の必要な生徒が中学校入学時によりよいスタートができるよう、個別の支援を行うコーチ

ングサポーターなどの配置を進めます。 

                            
54 児童・生徒が学校や日常生活で直面する課題について、学校・地域・家庭に働きかけ、福祉的なアプローチによって解決を支援する専

門職の者をいう。 
55 青少年育成のために、家庭、学校、地域社会並びに関係機関がそれぞれの役割を認識し、相互に連携協力して、地域ぐるみでの活動を

実践するために市内の 12 中学校ごとに設けられた組織のことをいう。 
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（６）特別支援教育の充実 

① 特別な支援の必要な子どもに対し、それぞれの教育的ニーズに応じた個別の支援を行います。 

② 大学教員や医師等の専門家が学校園を訪問し、発達障碍
がい

などの子どもへの支援のあり方につ

いて、教職員に対してアドバイスを行います。 

③ 市立養護学校の専任コーディネーター、県立特別支援学校の教諭、市内通級指導担当や、言語

聴覚士、作業療法士などの専門性のある教職員等が学校園を訪問し、特別支援学級や発達障碍
がい

などの子どもへの支援のあり方について、教職員に対してアドバイスを行います。 

④ 個々の発達や障碍
がい

の特性に応じた適切な支援を行い、子どもが安全に、安心して学校生活を送

れるよう、介助員や子ども支援サポーター、特別支援学級学習支援員等を配置します。 

 

（７）人権教育の充実と推進 

① 社会を担っていく子どもが、自分や他者を思いやり、命の大切さや平和の尊さをしっかりと考え、

多文化・多様性を尊重するなど、人権意識を高めます。 

② 人権文化センター等の施設を活用し、地域に根ざした学習活動や行事への参加を促し、仲間づく

りを進めながら差別解消への意欲を高めます。 

③ 「人権教育推進委員会」を設置し、本市における人権教育、人権啓発の取組の推進に努めてい

きます。また、「宝塚市人権・同和教育協議会56」と連携し、すべての人々の人権が尊重される社会

をめざし、学校園、保育所、地域、家庭、職場など様々な場や機会において、市民の人権意識を高

めます。 

④ 人権教育や道徳教育に関する研修などの各種教職員向け研修事業をとおして、教職員の人権

意識を高めます。 

 

（８）子どもの社会参加の促進 

① 社会の一員、未来の社会の担い手として、子どもが市政やまちづくりへ意見の表明を行い、市政

やまちづくりにその声を反映できる仕組みづくりの充実を図ります。また、子どもの市政やまちづくり

への参加や行動を支援していきます。 

 

（９）家庭や地域の子育て力・教育力の向上 

① 地域の人間関係の希薄化等による子育て中の親の育児への不安感や負担感が増大しているこ

とから、相談支援体制の充実等により子育ての孤立化を防止するとともに、子どもの成長過程別

の親学習の充実や地域の支援者のスキルアップ等、家庭における子育て力・教育力の向上に向け

た取組を進めていきます。また、子育てに関するわかりやすい情報提供を行っていきます。 

② 子育て支援情報を、市民が利用しやすいように、市広報誌やホームページその他の方法により適

切に提供、伝達します。また、民間の情報も含め、子どもの成長や子育て支援に関する情報を地域

                            
56 16 頁参照 
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で共有していくための仕組みづくりを進めていきます。多言語対応など、誰にでも伝わる子育て支

援情報の発信や、情報のオープンデータ化に対応できるよう、汎用的に活用できるデータの提供を

進めます。 

③ すべての家庭を対象とする全市的な子育て支援の展開にあたって、「小学校区単位」「市内 7 ブ

ロック単位」「全市域」それぞれの取組を有機的につなげ、三層構造による子育て支援体制をより

一層強化していきます。 

④ コミュニティスクールを進めていくなかで、家庭・地域・学校がどのような子どもを育てるのかとい

う目標を共有し、連携して教育活動に取り組んでいきます。 

 

（１０）子どもの貧困対策 

① 家庭背景による学力や進路の格差を縮めていくために、市立小中学校における、家庭背景に左

右されない学力保障の取組を行います。また、学校外での学習支援を早い段階から始めるため、

生活困窮世帯や、特に経済的に厳しい状況にあるひとり親家庭への学習支援を、継続して実施し

ていきます。家庭の経済状況にかかわらず、全ての子どもの学力向上や学習習慣の定着を図るた

め、さらなる取組の充実を図ります。 

② 様々な困難を抱える子どもや家庭への相談窓口及び切れ目のない支援体制を整備するため、児

童福祉・保健・教育等の各部門が連携し「子ども家庭総合支援拠点57」を設置します。子どもと地

域の課題を考えるラウンドテーブル58などを通じて、地域とのネットワークづくりや実態確認、課題

の共有を行い、顕在化してくる地域課題の解決に向けて検討を進めます。 

③ それぞれの家庭の実情に応じた就労支援を行うため、きめ細やかな相談対応を行います。 

 また、経済的に厳しい状況にある家庭が、確実に制度の申請ができ、必要な支援が適切に行き

届くよう丁寧な働きかけを行うとともに、制度の周知方法について更なる検討を行います。 

 

（１１）子どもの人権擁護の推進 

① 子どもの立場に立った、公平、中立で独立性と専門性のある第三者機関として設置した子どもの

権利サポート委員会59でも子どもの最善の利益の保障を目指し、学校等とも連携しながら、継続し

た周知活動を行い、引き続き子どもの人権擁護制度の推進を図ります。 

② 学校、その他福祉サービス、医療機関、自立相談支援機関などの多様な機関により、ヤングケア

ラー60を把握します。 

                            
57 子どもの健やかな成長を支援するため、市内の全ての 0 歳から 18 歳までの子どもとその家族、妊産婦等の相談に対し、実情に応じた

切れ目のない支援を実施するネットワーク。 
58 子どもを取り巻く制度の狭間の課題について、地域・行政の枠を越えて関係機関が連携し解決を図ることを目的に、対策討議・検討、

政策提言等を行う場。特に子ども食堂を運営している団体が中心となり、課題を抱える子どもについて、必要に応じて行政の支援へとつな

いでいます。 
59 16 頁参照 
60 4 頁参照 
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６．外国人 

日本国憲法は、権利の性質上、日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、日本に在留

する外国人についても、等しく基本的人権の享有を保障しているとされています。 

しかしながら、今もなお、日本に定住している在日韓国・朝鮮人に対する差別と偏見は払拭されて

いるとは言えません。また、外国人をめぐる言語、宗教、習慣などの違いから起こる、不当な就職上の

取扱い、住居への入居拒否など差別的事案が生じています。 

このような中、特定の民族や国籍の人々を排斥しようとする不当な差別的言動が社会的に関心を

集めていたことから、平成 28 年（2016 年）に「本邦外出身者に対する不当な差別的発言の解消に

向けた取組の推進に関する法律」（以下「ヘイトスピーチ61対策法」という。）が施行されました。平成

31 年（2019 年）には「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」

（改正入管法）が施行され、新たな外国人材受入れ制度においても、外国人に対する人権侵害の防

止が重視されるようになりました。 

令和２年（2020 年）１０月１日現在で実施した令和２年国勢調査の確定値による本市の外国人

数は、2,535 人で、市の人口の約 1.1％を占めています。そのうち、国籍で見ると韓国・朝鮮が最も

多く（50.3％）、次に東南アジア・南アジア（16.1％）、中国（14.7％）、ブラジル（4.6％）となってい

ます。 

国籍別で、韓国・朝鮮の割合が高いのは、日本の朝鮮に対する植民地支配と同化政策による直接

間接の結果として、多くの人々が強制連行や徴用といった形などで日本に住むことを余儀なくされて

きたという事実があります。また、市での割合が高い背景には、戦中から六甲砂防工事、福知山線鉄

道工事、県道尼宝線工事、武庫川改修工事など幾つもの大規模な土木工事の多くに、韓国・朝鮮人

が従事していた歴史的経緯があります。 

市は、外国人市民に、自らの歴史、文化、習慣などを背景とした意見及び提言などを求める機関と

して、平成１２年（2000 年）に「宝塚市外国人市民懇話会」を設置し、平成 14 年（2002 年）８月に

懇話会からの提言を受け、この提言書の趣旨を踏まえ、公共施設の多言語による表記や日本語教室、

母語教室、相互理解のための交流事業の実施など、外国人市民の人権に配慮した行政サービスの

充実に努めました。また、外国人市民の生活相談の窓口として「外国人相談室」を国際・文化センタ

ーで実施し、医療サポートも開始するなど相談体制を確立しました。 

学校園においては、「ウリコヂャンたからづか62」を活用した授業や職員研修を充実させるとともに、

第二言語としての日本語や母語の支援を要する子どもや保護者に対して、兵庫県の「子ども多文化

共生サポーター」や市の「日本語の不自由な幼児児童生徒サポーター」を派遣し、子どもたちが安

心して学校園生活を送ることができるように努めています。 

平成 28 年（2016 年）に実施した人権問題に関する市民意識調査で“外国人の人権に関して特

                            
61 4 頁参照 
62 市が作成した市における在日韓国・朝鮮人の歴史などを掲載した啓発冊子。 
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に問題だと感じること”を尋ねたところ、「特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動（ヘイトス

ピーチ63）があること」（33.9％）や「日常生活に必要な情報を外国人にわかりやすく伝える配慮が

足りていない」（24.3％）に対する回答が高くなっていますが、「わからない」（33.1％）も高い回答と

なっています。 

また、国際化が進む日本において、日本に滞在、居住する外国人、さらに国際結婚により生まれた

人や海外からの帰国者、日本国籍取得者など、日本国籍であっても外国文化を背景にもつ人々も増

えています。 

このような背景を踏まえ、ここでいう外国人とは、日本国籍を持たない人のみならず、日本国籍で

あっても外国文化を背景に持つ人を含むこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市民意識調査報告書 

【課題】 

○ 外国人をめぐる言語、宗教、習慣などの違いから起こる、不当な就職上の取扱い、住居への入居

拒否など差別的事案や外国人の子どもが学校園に通いにくい状況が生じています。 

○ 日本に滞在、居住する外国人、さらに国際結婚により生まれた人や海外からの帰国者、日本国籍

取得者など、日本国籍であっても外国文化を背景にもつ人々も増加し、様々な人権問題が発生し

ています。 

                            
63 4 頁参照 

【図１６ 日本における外国人の人権について、特に問題だと感じること】 
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特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動（ヘイトスピーチ）があること
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日常生活に必要な情報を外国人にわかりやすく伝える配慮が足りていない

生活や文化の違いから不当に扱われたり、嫌がらせを受ける

就職時や職場で不利な扱いを受ける

住宅の購入、入居に関して不利な扱いを受ける

年金、健康保険等の社会保障で不利な扱いを受ける

就学時や学校生活で不利な扱いを受ける

外国人の人権を守るための法律や制度の整備が十分でない

外国人であることを理由に周囲から結婚を反対される

その他

無回答

今回（N=1,661) 前回（N＝1,463）N＝有効回答数 
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【具体的施策の方向】 

多様な主体が互いに連携し、支え合う共生社会を実現するため、文化等の多様性を認め、言語、

宗教、生活習慣等の違いを正しく理解し、これらを尊重することが重要です。外国人は、地域のコミュ

ニティの一員であり、支援の担い手であるので、外国人に対する理解を深め、偏見や差別解消に向

けた取組を推進します。 

市は、多文化共生64や相互理解を進めるため、「国内外の人々との文化交流が広がるとともに、異

文化を認め合い、共に生きる多文化共生社会の形成が進んでいる」をめざすまちの姿として、取り組

んでいきます。 

 

（１）外国人が暮らしやすい差別のない地域社会の実現 

① 外国人に対する予断と偏見を排して差別のない地域社会実現のために、広報たからづか、エフ

エム宝塚、ケーブルテレビ放送、インターネットなどを活用し、啓発活動を推進します。 

 

（２）出会いと交流の場づくり 

① 国際・文化センター、人権文化センターなどにおいて、外国人市民の歴史や文化の紹介と併せ、

相互理解のための交流事業を促進します。 

② 市民が実施する国際交流などの取組について、支援していきます。 

 

（３）多文化共生教育の推進 

① 学校園において、外国人の子ども一人ひとりが民族的自覚と誇りを持ち、自己実現を図ることが

できるよう、国籍や民族などの違いを認め合い豊かに共生する人権尊重を基盤とした多文化共生

教育を推進します。 

② 外国人の子どもが母国の文化や言語にふれる機会が少ないことにより、自己を肯定的に受け止

めにくい状況があるため、あらゆる教育活動において、母国の文化や言語にふれる学習機会を増

やし自尊感情の形成を促します。特に在日韓国・朝鮮人の子どもの中には、今なお残る偏見や差

別のため本名を名乗ることすらできない状況や将来の進路に展望を持ちにくい状況があり、民族

的自覚や誇りの確立が阻害されています。「ウリコヂャンたからづか65」の活用や、在日韓国・朝鮮

人の方をゲストティーチャーに招くなど、アジア諸国との歴史的経緯や社会的背景をはじめ、日本

や市で共に生きる市民である事実を、子どもが正しく認識するようにします。 

③ 日本語の支援を要する子どもにおいては、兵庫県の「子ども多文化共生サポーター」や市の「日

本語の不自由な幼児児童生徒サポーター」を派遣し、日本語の習得や基礎学力の定着を図り、学

校園生活を安心して過ごせるよう、保護者を含め支援します。 

④ すべての子どもたちが国籍や民族の違いを認め合い、異なる文化や習慣、価値観を受容し尊重

する共生の心の育成を図ります。自国の文化を尊重する態度を養うとともに多様な文化を持った

                            
64 国籍等の異なる人々が、互いの文化的差異を認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと。 
65 51 頁参照 
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人々と生きていく異文化間コミュニケーション能力を育成するなど、豊かに共生していくための資質

や技能を育みます。 

⑤ 教職員は、外国人の子どもの人権を大切にした教育の充実を図るため、その教育の重要性につ

いて共通認識し、一人ひとりの状況把握や内面理解に努め、自己実現を阻む要因や教育課題を

明らかにします。そして、教職員の人権感覚、意識を高めるとともに、教材開発や指導法の研究に

取り組み、実践的指導力の向上を図ります。 

また、兵庫県の「子ども多文化共生センター」などの関係機関とも連携し、多文化共生社会の実

現をめざす教育を一層充実させ、推進します。 

⑥ すべての外国人市民と、共に生きる地域社会をめざして、家庭や地域の啓発を図るとともに人権

感覚の向上に努めます。 

 

（４）多様な学習機会の提供 

① 偏見や差別解消に向けて外国人に対する理解を深めるため、国際理解、外国人理解が大切であ

ることを生涯学習の中に位置づけ、人権意識の浸透を図ります。 

② 生涯の各時期に応じ、地域や学校、職場などで人権に関する学習ができるよう、公民館などの社

会教育施設を中心に講演会や交流活動など、人権に関する多様な学習機会を提供します。 

③ 国際・文化センター、人権文化センターなどにおいて、来日して言葉が不自由で困っている外国

人に、日本語学習の機会を提供するとともに、市民がお互いの文化や習慣の違いを認め合う心を

培う場を提供します。 

④ 市民が実施する様々な取組について、支援していきます。 

 

（５）社会参加の促進 

① 市に在住する外国人市民が、これからも永く住み続けたいと思えるまちづくりを創造していくため、

自らの歴史、文化、習慣などを背景とした意見を求め、外国人市民の人権に配慮した施策の反映

に努めます。 

 

（６）相談体制の充実 

① 外国人市民が相談窓口を利用しやすくなるよう、外国人の協力を得て通訳の便宜を図ることや、

生活上の悩みごと相談に応じるなど、サポート体制を充実します。 

② 名前や就職などで悩んだり、慣れない日本語と日本の生活習慣の中で孤立して生活する外国人

市民同士が出会ったり、相談できる場づくりを行います。 

 

（７）ヘイトスピーチ66に対する取組（重点施策） 

① 市民一人ひとりがヘイトスピーチについて課題を共有し、人種、民族、宗教、性別などのマイノリテ

ィを中傷し、憎しみや差別をあおる言動に対して、差別は許されないという基本的な姿勢を堅持す

                            
66 4 頁参照 
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ることができるよう教育、啓発を推進します。 

② 匿名性と拡散性を特徴としたインターネット上での差別動画や書き込みに対して、引き続きモニタ

リングを実施し、法務局や近隣自治体と情報を共有しながら、差別事象の早期発見、拡散防止に

努め、削除要請等を行います。 

③ 学校においては、ヘイトスピーチを街頭やインターネットで見聞きすることにより、判断力が十分備

わっていない子どもが誤った理解や行動をすることがないよう、すべての教育活動の中で、異なる

価値観や違いを認め尊重し、共生する心と態度を育む多文化共生教育の充実を図ります。 

④ 「ヘイトスピーチ対策法」について広く周知し、その理念を踏まえた人権教育及び人権啓発に取り

組みます。 
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７．インターネットによる人権問題 

パソコンや携帯電話、スマートフォンなどの所持率が上がり、簡単にインターネットを利用できるよう

になりました。また、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）67などの普及により、知りたい情報

がすぐに手に入る、世界中の人々とつながりを持てる、誰もが手軽に情報発信ができるなど、生活を

豊かで効率的なものにしてくれています。 

一方でインターネットには発信者に匿名性があり、情報発信が技術的、心理的に容易にできるとい

った面があります。例えば、他人を誹謗
ひ ぼ う

中傷する表現や差別を助長する表現、行為、名誉やプライバ

シーの侵害、個人や集団にとって有害な情報の掲載、リベンジポルノ68などの人権にかかわる問題が

発生しています。いったんインターネット上に掲載されると被害は急速に拡大し、これを削除することは

極めて困難となります。 

さらに、それらの利用者の低年齢化により子どもたちの間でのネットいじめや個人情報の流出、青

少年の出会い系サイトなどの有害サイトを通じて事件や犯罪に巻き込まれるなどの問題も多くなって

います。 

また、社会の情報化が進む過程で発生した新しい形の人権問題であり、情報化時代における個人

の責任とモラルについて、今後も考えていかなければならない問題です。 

平成 14 年（2002 年）に「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の

開示に関する法律（プロバイダ責任制限法）」が施行され、特定の個人の権利が侵害されたことが

明白な場合などに限り、発信者情報の開示を請求できるようになりました。さらに、平成 21 年

（2009 年）４月から施行されている「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境整備

等に関する法律」が改正され、平成 30 年（2018 年）２月から、１８歳未満の青少年利用者に対して

有害情報のフィルタリング有効化装置を行うことなどが携帯電話事業者等に義務付けされました。各

自治体では、インターネット上の人権侵害についてモニタリングし削除要請を実施していますが、依然

として人権侵害は後を絶たない状況です。ＳＮＳ等における誹謗中傷などが大きな社会問題となった

ことを受け、令和 3 年（2021 年）に発信者情報の開示手続きの負担軽減や開示情報の対象範囲

を拡大する「プロバイダ責任制限法」の改正がなされました。 

市は、「個人情報保護条例」及び「情報公開条例」に基づき個人情報の保護に努め、人権擁護委

員による学校への人権教室やインターネットトラブルに関する講演会を実施してきました。平成３０年

度（2018 年度）からは、インターネット上の差別的表現についてのモニタリングを開始し、発見され

た差別的表現等については削除要請を行っています。 

平成 28 年（2016 年）に実施した人権問題に関する市民意識調査で“インターネットを悪用した

人権侵害で、特に問題だと感じること”を尋ねたところ、「他人への誹謗
ひ ぼ う

中傷や差別的な表現などの

掲載」（67.4％）が最も高く、次いで「インターネット取引を悪用した悪徳商法などの存在」（49.1％）

                            
67 17 頁参照 
68 「リベンジ」は復讐の意。過去に撮影した性的な写真や映像を、相手への嫌がらせ行為としてインターネットなどで不特定多数に配布、

公開すること。 
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となっています。 

“インターネットを悪用した人権侵害から人権を守るために必要なこと”について、「悪徳商法など

の情報提供や財産を保全するシステムづくりをすすめる」（４５.６％）が最も高く、次いで「『出会い系

サイト』などを取り締まる法律をつくる」（４０.４％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市民意識調査報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図１７ インターネットを悪用した人権侵害で、特に問題だと感じること】 

【図１８  インターネットを悪用した人権侵害から人権を守るために必要なこと】 

資料：市民意識調査報告書 
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違法または有害なアダルトビデオなどの氾濫

わからない

その他

無回答
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その他
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【課題】 

○ メディアリテラシー69の重要性への更なる周知が必要です。 

○ インターネット上での差別表現について、継続したモニタリングを実施し、削除依頼していく必要

があります。 

 

【具体的施策の方向】 

個人の名誉やプライバシー、インターネットを利用する際のルールやマナーに関する正しい理解を

深めていくことが重要です。 

今後、情報化がさらに進む中、情報の収集、発信における個人の責任や情報モラルについて、理解

するための教育や啓発の充実を図る必要があります。加えて、利用者の心に潜む偏見や差別意識の

払拭と偏見や差別意識を生じさせない啓発と教育も必要です。また、人権侵害にあった場合のプロ

バイダへの削除要請などの対処方法や相談窓口についても周知が必要です。 

 

（１）情報モラル、情報活用能力の育成 

① 学校、家庭、地域が連携し、情報教育を進める中で、情報化が社会に及ぼす影響を考え、情報を

適切に活用するための知識や技能、態度を身につけるなど、情報モラルの育成を図ります。 

② 課題や目的に応じて情報を活用する能力を育成し、市民一人ひとりがメディアリテラシーを養うた

めの教育、啓発に努めます。 

 

（２）学校での取組（重点施策） 

① すべての子どもが、インターネット使用に関して、目的を持って、自ら選択し、判断する力を身に付

けるためのメディアリテラシー教育（情報を活用する能力、情報を発信する能力、情報を評価・識

別する能力、情報を批判的に読み取る能力を育てる教育）を進めます。 

② 指導に当たる教職員にも子どもを巻き込んだ悪質なネット犯罪等に関する研修を開催し、啓発に

努めます。 

 

（３）トラブル対処の方法や相談窓口の周知 

① 人権侵害にあった場合のプロバイダへの削除要請などの相談窓口を周知します。 

 

（４）モニタリング制度70の推進 

① 匿名性と拡散性を特徴としたインターネット上での差別動画や書き込みに対して、引き続きモニタ

リングを実施し、法務局や近隣自治体と情報を共有しながら、差別事象の早期発見、拡散防止に

努め、削除要請等を行います。 

                            
69 メディア情報を視聴者や読者が無批判に受け入れるのではなく、主体的かつ客観的に解釈、選択し、使いこなす能力や、メディアを適切

に選択し、発信する能力のこと。 
70 28 頁参照 
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８．性的マイノリティ 

性については多様なあり方があります。 

性的指向（性愛の対象）が異性に向かう性的マジョリティの他に、性的指向が同性に向かう同性

愛（Lesbian レズビアン：女性同性愛者、Gay ゲイ：男性同性愛者）や男女両方に向かう両性愛

（Bisexual バイセクシュアル：両性愛者）の人、生物的な性「からだの性」と性に関する自己認識

「性自認」が異なり、「からだの性」と異なる性別で生きる人、生きたいと望む人（Transgender トラ

ンスジェンダー）やその不一致に悩む「性別違和」の人があり、それぞれの頭文字をとって LGBT と

言います。LGBT 以外にも性自認や好きになる性がはっきりしない人、決めたくなかったり、わからな

かったりを悩んでいる場合や自分を男性、女性のいずれかとは認識していない人もいます。最近では、

それら様々な性のあり方について、性的指向と性自認を表すＳＯＧＩ（（Ｓexual Ｏrientation and Ｇ

ender Ｉdentity）の略であり、読み方は「ソジ」）という言葉で用いられることもあり、性別表現にお

いてもそれは多様です。 

ある民間の調査71によると日本では、同性愛、両性愛、トランスジェンダーなど性的マイノリティの人

の割合は、合わせて 8.9％という結果もあり、多様な性を生きる人は元来、身近な存在であると言えま

す。 

海外では、同性婚を認める国や地域も多くありますが、日本では、男女の性区分と異性愛を前提と

した現在の社会で同性婚は認められておらず、平等な権利が否定されその権利侵害や格差が起こ

っていると言わざるを得ません。性的マイノリティの人々は、差別や偏見がある社会のなかで、ありのま

まの自分を表現することができなかったり、多数者の性のあり方のみを前提とした価値観を押し付け

られ、苦しんできました。性の区分を前提とする社会生活上の不利益もあります。 

平成 22 年（2010 年）に文部科学省が「児童生徒が抱える問題に対しての教育相談の徹底に

ついて」を通知したほか、平成 24 年（2012 年）に厚生労働省が「国民健康保険被保険者証の性

別表記について」を発して性同一性障害に配慮した対応を求めています。平成 27 年（2015 年）に

文部科学省が「性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細かな対応等の

実施について」、平成 28 年（2016 年）に「性同一性障害や性的指向・性自認に係る児童生徒に対

するきめ細かな対応等の実施について（教職員向け）」が発出されました。平成２９年（２０１７年）に

文部科学省は、「いじめ防止対策推進法」に基づく「いじめの防止等のための基本的な方針」を改

定し、性同一性障害や性的指向・性自認に係る児童生徒に対するいじめを防止するための対応を明

記しました。 

平成 2９年（201７年）の「自殺総合対策大綱」の改定においては、自死念慮の割合等が高いこと

が指摘されている性的マイノリティについて、その背景にある社会的要因の一つに無理解や偏見等

があると捉えて、教職員の理解を促進するとしています。 

市は、性的マイノリティの支援方策に関する基本方針を策定するため、「性的マイノリティ支援方策

                            
71「ＬＧＢＴＱ+調査 2020」（2020 年 12 月実施）。対象者は全国の 20 歳～59 歳の 60,000 人。 
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検討部会」を設置し、平成 27 年（2015 年）11 月に「ありのままに自分らしく生きられるまち宝塚

（性的マイノリティに寄り添うまちづくりの取組）」を策定し、性の多様性を理解し、誰もが「ありのまま

で」、「安心して自分らしく」過ごせる、誰もが生きやすい社会をめざして取組を進めてきました。平成

２８年（2016 年）６月には、同性パートナーを尊重する仕組みづくりとして、「宝塚市パートナーシップ

の宣誓72の取扱いに関する要綱」を制定しました。 

パートナーシップ宣誓については、平成２７年（２０１５年）以降、東京都渋谷区、同世田谷区の取組

を始めとして、法的効果はないもののパートナーとしての証明書を発行しようとする自治体が増加し、

令和４年（２０２２年）９月末時点現在２４０自治体で取り組んでいます。自治体間連携も増えてきてい

ます。 

平成 31 年（2019 年）に性自認や性的指向について定義し、性別、性自認、性的指向による差別

を禁止とする「男女共同参画推進条例」の改正、令和 3 年（2021 年）には阪神 7 市 1 町（尼崎市、

西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町）と「パートナーシップ宣誓制度の取組

に係る協定書」を締結し、啓発や支援を含めた連携した取組を進めています。 

平成 28 年（2016 年）に実施した人権問題に関する市民意識調査において、“性的マイノリティ

の人権を守るために特に強く必要だと感じること”を尋ねたところ、「相談などができる公的な機関の

充実」（36.6％）が最も高く、次いで「人権に関する問題だから社会全体で解決に取り組むべきだと

思う」（36.3％）、「学校教育や社会教育の充実」（35.5％）となっています。 

  

                            
72 一方または、双方が性的マイノリティである 2 人が、お互いを人生のパートナーとして生活を共にすることを約束したことを「パートナー

シップ」、パートナーシップの関係にある 2 人が、双方がお互いのパートナーであることを市長に対して宣誓することを「パートナーシップの

宣誓」という。 
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資料：市民意識調査報告書 

【課題】 

○ 学校園所で、性の多様性についての正しい知識を子どもたちに教え，指導するために教職員のた

めの手引書を作成し、活用をするように促してきましたが、教職員の意識に差があり、学校での取

組に違いが生じている状況です。 

○ 教職員の手引書の活用が図られる中、より内容の充実、深化した手引書の改定が求められてい

ます。 

○ パートナーシップ制度の推進について、引き続き阪神 7 市 1 町をはじめとした、同制度実施自治

体と啓発や制度の周知などの取組を進めていく必要があります。 

 

【具体的施策の方向】 

  性的指向は、様々であることを認識し、理解を深めることにより、性自認や性的指向を理由とする偏

見や差別をなくし、すべての人がお互いの権利を尊重し、支え合うことが必要です。 

市は、「第 6 次宝塚市総合計画73」のめざすまちの姿として、「すべての人の人権が尊重され、平和

の下で、誰もがありのままに自分らしく生きている」を掲げ、学校や家庭、地域、関係機関が連携をし

て、性的マイノリティの教育、啓発に取り組んでいきます。 

 

（１）市民の理解促進と自分らしい生活の実現（重点施策） 

① 市民一人ひとり、事業者、医療・福祉関係者、市職員など、対象を絞り込み、きめ細かな網羅的な

啓発に取り組みます。 

                            
73 6 頁参照 

【図１９ 性的マイノリティの人権を守るために、特に必要だと感じること】 

N＝有効回答数 
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② 性的マイノリティについての理解者の意思表示として、レインボーステッカーやレインボーバッジを

市内の事業所等で活用して、理解や関心が深まるように進めていきます。 

③ 民間不動産事業者に対して性的マイノリティに対する理解促進に向けた取組が進むよう働きかけ

ます。 

 

（２）保育所、幼稚園、学校における取組 

① 性的マイノリティの子どもを支援するため、校内支援体制を確立し、教職員が一番のよき理解者、

相談者となるよう性の多様性についての正しい理解を図る研修を積み重ねます。 

② 保健室や図書室に性的マイノリティに関連する絵本、図書を置き、啓発ポスターの掲示や子ども

向けの相談窓口案内カードを児童、生徒に配布するなど、性的マイノリティの子どもが不安や悩み

を相談しやすい環境整備を進めます。 

③ 誰でも使える多目的トイレや更衣室の整備、制服についても選べることを積極的に周知するなど、

個々の子どもの状況に応じて支援します。 

④ すべての学校園所において、性的マイノリティの教育を人権教育として捉え、互いを尊重し、共に

信頼し合える子どもたちの育成に取り組んでいます。引き続き教職員の手引書にある保育・授業モ

デル案などを活用し、子どもの発達段階に応じた系統的な教育実践を進めます。 

⑤ 医療、福祉などの関係機関との連携を図り、相談体制に努めます。 

 

（３）相談窓口の充実 

① 子どもから大人まで誰でも相談できるセクシュアルマイノリティ電話相談について、近隣市町と連

携してより広く周知を図り、相談窓口の充実に取り組みます。 

 

（４）パートナーシップ制度の推進 

① 宝塚市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱を活用し、生きづらさの解消につなげてい

きます。さらに、阪神 7 市 1 町と連携して、市民などの理解が深まるようパートナーシップ制度の周

知を図ります。 
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９．様々な人権問題 

（１）犯罪被害者等 

犯罪被害者やその家族は、事件そのものに関する精神的負担や経済的・時間的な負担に苦しん

でいます。さらに、一部のマスメディアによる過剰な取材や報道、プライバシーの侵害、名誉棄損、平

穏な私生活を侵害されるなどの人権問題が発生しています。 

国では、平成 17 年（2005 年）に「犯罪被害者等基本法」が施行されるなど、関連法の整備が進

められ、犯罪被害者やその家族の人権に対する配慮と保護が図られています。 

市は、平成 31 年（2019 年）に改正した「宝塚市犯罪被害者等支援条例」の基本理念に基づき、

犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進します。 

 
 

（２）感染症患者等 

市は、出来る限り正確な情報を得ることに努め広く市民へ伝える努力をして差別が起こらないよう

に努めていきます。 

【ＨＩＶ陽性者等】 

ＨＩＶ74の感染力は弱く感染経路が限られているので、正しい知識を持って予防ができれば日常生

活では感染することはなく、いたずらに感染を恐れる必要がないにもかかわらず、病気そのものや患

者、感染者を特別視する差別意識が存在しています。 

医療の進歩に伴い陽性者にとっては長期療養が可能になり、治療を受けながら社会生活を営むこ

とが可能となりました。そのため、地域や職場におけるＨＩＶ陽性者への理解と支援がより一層必要と

なっています。 

また、ＨＩＶに関してメディアが取り上げる機会が減少したことなどにより、年齢層により意識や知識

の違いが見受けられるため、感染予防や検査の必要性を含め、より多くの市民にＨＩＶ感染やエイズ

に関する正しい知識や予防行動を促進する情報を発信するなど、早期発見、早期治療のための啓発

活動を継続し、ＨＩＶ陽性者を支え共生していける社会づくりに取り組みます。 

【ハンセン病患者、元患者等】 

ハンセン病は、らい菌による感染症で、その菌は感染力が弱く、現在では治療方法も確立され完全

に治る病気であり、遺伝する病気ではありませんが、ハンセン病患者に対しては古くから法律によって

施設入所を強制する隔離政策が採られてきました。ハンセン病患者に対する強制隔離政策は平成 8

年（1996 年）に終結しましたが、平成１０年（1998 年）、強制隔離への補償を求めて熊本地裁に提

訴され、原告の訴えを認める判決があり、平成 13 年（2001 年）に「ハンセン病療養所入所者等に

対する補償金の支給等に関する法律」が施行されました。 

平成 21 年（2009 年）に「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」が施行されましたが、こ

れまでの長期の隔離などにより家族、親族などとの関係が絶たれ、また入所者自身の高齢化により、

                            
74 5 頁参照 
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療養所に残らざるを得ないなど、社会復帰が困難な状況にあります。また、病気に対する無理解や患

者に対する偏見や差別意識も残っており、患者家族も近所づきあいから疎外され、結婚や就職を拒

まれたり、住み慣れた土地からの引っ越しを余儀なくされたりするなど厳しい差別を受けてきました。 

令和元年（2019 年）には、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が

成立し、ハンセン病回復者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になるなど、多大な

苦痛と苦難を長年にわたり強いられてきたことに対し、補償金が支給されることになりました。 

ハンセン病に対する正しい知識の普及とともに、患者、元患者、患者家族などへの理解を深めるた

めの、啓発活動を引き続き推進します。 

【新型コロナウイルス感染症】 

新型コロナウイルス感染症が蔓延し、未知のウイルスであるがゆえに、人々の不安や分断を引き起

こし、感染した家族、医療従事者、エッセンシャルワーカー75に対する差別やいじめが社会問題化して

います。また、新型コロナワクチン接種の有無により、職場や学校での様々なハラスメントや個人の行

動を妨げるといった不当な取扱いが発生しています。 

一人ひとりの尊厳と人権が尊重される社会を築いていくために、新型コロナウイルス感染症に関す

る差別的取扱いをなくすための啓発に取り組みます。 

【難病患者等】 

難病とは、発病原因が不明で治療法が未確立であり、かつ後遺症を残すおそれが少なくなく、経

済的、精神的に負担の多い疾患をいいます。患者やその家族の中には、周りの人の病気に対する無

理解や偏見からくる差別のため、身体的な苦痛の上に、精神的にも苦しみを感じている人が多くいま

す。 

また、平成 28 年（2016 年）に「がん対策基本法」が改正され、がん患者が尊厳を保ちながら安

心して生活していくことができる社会の構築を理念としていますが、がん患者が抱える苦痛には、周

囲の無理解や偏見による生きづらさも含まれます。 

地域や職場、学校でともに生きる私たちが、病気を理解し、協力することが大切です。 

差別や偏見を受けることなく、より人権が尊重された生活を送れるよう、病気などに関する正しい

知識、理解を深めるための啓発活動を推進し支援します。 

 
 

（３）刑を終えて出所した人 

刑を終えて出所した人に対しては、本人に更生の意欲があっても、人々の意識の中に根強い偏見

や差別意識があり、就職に際しての差別や住居等の確保の困難など、社会復帰をめざす人たちにと

って現実は極めて厳しい状況にあります。 

刑を終えて出所した人が真に更生し、社会の一員として円滑な生活を営むことができるようするた

めには、本人の強い更生意欲とともに、家族、職場、地域社会など周囲の人々の理解と協力が必要で

                            
75 社会機能を維持するために必要な事業の従事者。 
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す。 

宝塚市保護司76会では、再犯防止・犯罪や非行をした人の立ち直りを支援するため社会を明るく

する運動などの啓発活動を実施しています。また、神戸保護観察所に登録している協力雇用主は過

去に犯罪や非行をした人を雇用し立ち直りを助ける取組をしています。 

今後も引き続き、偏見や差別を解消するための啓発活動を推進し支援します。 
 

（４）アイヌの人々 

アイヌの人々は、アイヌ語などをはじめとする独自の文化や伝統を有しています。アイヌの人々が居

住する地域において、他の人々と格差が認められるほか、結婚や就職などにおける偏見や差別の問

題があります。 

令和３年（2021 年）９月に「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進

に関する法律」（アイヌ新法）が施行され、アイヌの人々が先住民族であること、アイヌであることを理

由とした差別の禁止が明記されました。 

アイヌの人々が置かれている現状の認識と民族としての歴史、文化、伝統への理解を深め、偏見や

差別意識を解消し、アイヌの人々の人権を尊重する社会の実現をめざす啓発活動を進めます。 
 

（５）朝鮮民主主義人民共和国によって拉致された被害者等の人権 

平成 18 年（2006 年）６月に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関す

る法律」が施行されました。 

拉致問題をはじめとする朝鮮民主主義人民共和国による人権侵害問題への対処が国際社会を

挙げて取り組むべき課題とされる中、この問題を喫緊の国民的課題として関心と認識を深めていくた

め、国、県などと連携し、啓発活動を進めます。 
 

（６）災害と人権 

震災等の大きな災害の発生時における、不確かな情報に基づいて他人を不当に取り扱ったり、偏

見や差別を助長するような情報を発信するなどの行動は、重大な人権侵害になり得るだけではなく、

避難や復興の妨げにもなりかねません。正しい情報と冷静な判断に基づき、一人ひとりが思いやりを

持った行動をとれるよう呼び掛けていくことが大切です。 

また、近年、地震や水害等、毎年のように災害が発生しており、災害時においては高齢者や障碍
がい

者、

子ども、女性、外国人、性的マイノリティなど配慮が必要な方々の避難時や避難後の生活について、そ

の特性に配慮した対応等人権尊重の視点に立った支援が必要となります。 

 災害時要援護者支援の体制整備を進めるとともに、情報伝達方法の多様化や安心安全な避難所

の整備、様々な人に配慮した避難所の運営などに取り組みます。 

さらに、風評被害や被災地出身者に対する差別や人権侵害を起こさないような教育・啓発に努め

ます。 

                            
76 保護司法に基づき法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員をいう。過去に犯罪や非行をした人の立ち直りを支え、また、犯罪予

防に向け啓発活動に取り組んでいる。 
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（７）自死に関する人権問題 

自死は、失業、倒産、多重債務、長時間労働などの社会的要因を含む様々な要因とその人の性格

傾向、家族の状況、死生観などが複雑に関係していることから、自死を予防するためには、社会的要

因に対する働きかけとともに、心の健康問題について、個人に対する働きかけと社会に対する働きか

けの両面から総合的に取り組む必要があります。 

特に、うつ病などの精神疾患患者、がん患者や慢性疾患患者、多重債務者や失業者、児童虐待や

性犯罪、性暴力の被害者、性的マイノリティ、いじめ被害者、災害被害者など、自死の危険性の高いと

される人に対しては、様々な分野の施策、人々や組織が密接に連携する必要があります。 

また、その遺族は自責の念や差別、偏見に苦しむなど極めて厳しい状況に置かれることになります。 

市は、平成 28 年（２０１６年）4 月に改正した「自殺対策基本法」及び平成 29 年（２０１７年）7 月

に改定した「自殺総合対策大綱」を踏まえ、平成３１年（２０１９年）３月に「やさしいたからづか推進

計画」を策定し、この計画の基本理念である、生きることの包括的な支援、関連施策との連携による

総合的な対策等を基に、自死対策を推進します。 

 

（８）その他 

上記以外の人権問題、今後さらに生じる人権問題についても、その解決のための教育、啓発活動

に取り組みます。 
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第５章 効果的な推進体制 

人権教育、啓発の推進にあたっては、これまでの市の取組や今日の人権をめぐる状況などを踏ま

え、様々な人権課題の解決に向けて、効果的に取り組んでいくため、体制の充実を図ります。 

 

１．全庁的な推進体制 

教育、啓発の実施にあたっては、都市経営会議77のもとに全庁的な体制で取り組み、各人権問題

の施策を実施し、一体的に推進していくとともに、各領域間の相互調整を図り、総合的な視点に立っ

た教育、啓発活動を実施します。 

また、「第 6 次宝塚市総合計画78」で各分野の共通するめざすまちの姿である「共に創り、未来に

つなぐまち」に位置付けられたことに基づき、市の実施するすべての施策に人権尊重の理念を取り入

れた展開を図ります。そのため、市職員の研修を実施し、職員一人ひとりの人権意識を高め、人権尊

重の視点に立って自らの職務に取り組み、あらゆる施策に人権尊重の視点を反映させます。 

 

２．行動計画の策定と進捗管理 

本方針に基づき、毎年度、行動計画を策定し進捗状況の把握に努め、個別課題ごとに成果指標を

設定し検証することで以降の計画に反映します。 

また、市関係課長などで構成する人権教育及び人権啓発推進検討会で計画のフォローアップを

行い、市人権審議会の意見を聴き、以降の計画に反映させるなど、一体的、総合的な推進を図ります。 

 

３．関係機関などとの連携、協力 

人権教育、啓発を円滑に実施するため、市関係機関、県関係機関をはじめ、学校教育機関や社会

教育施設、社会福祉施設、人権擁護機関、公益法人などとの連携を図ります。特に、企業などの事業

所への啓発を進めるため、商工会議所や市人権・同和教育協議会79企業部、関係団体などと連携を

図ります。 

また、近隣市町との連携、協力体制を築き、広域的な取組を推進します。 

 

４．関係団体などとのネットワークの構築 

市人権・同和教育協議会、伊丹人権擁護委員協議会宝塚部会、県人権啓発協会などの人権関

                            
77 市政の基本方針及び重要施策に関する事項を審議し、決定するとともに、市政の総合的かつ効率的な推進及び適正な運営を図るた

めに市長の事務執行に関する最高協議機関のことをいう。 
78 6 頁参照 
79 16 頁参照 
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係団体などとのネットワークを構築し、情報の共有化、啓発事業の共同開催など、啓発、研修、相談な

どの効果的な推進を図ります。 

また、人権尊重の理念のより広範な普及をめざし、自治会、まちづくり協議会、民生委員・児童委員、

青少年補導委員、ＰＴＡ・育友会、人権文化活動推進協議会、ボランティア活動団体などとの連携を

図ります。 

 

５．参画、協働の推進 

協働のまちづくりの視点に立って、様々な機会を通じて人権問題や人権に関する施策について市

民からの意見聴取とその意見の反映を図るとともに、市民がそれぞれ自発性や個別性に基づいて実

施する人権尊重のための自発的活動を支援し協力します。 

また、市民意識調査の結果を踏まえ、広く関係団体と連携しながら、人権上大きな社会問題となっ

ている事例をタイミングよく取り上げるなど、市民が主体的、能動的に参加できる手法を取り入れます。 

 

６．相談窓口の充実 

市においては様々な相談窓口を設置していますが、当事者がひとりで悩まず気軽に相談できるよう、

更なる相談窓口の周知に努めます。 

相談窓口においては、二次的被害のないよう十分に配慮するとともに、相談担当者の資質向上や

相談内容に関する秘密保持を一層厳格にするなど、利用しやすい相談体制づくりに努めます。 

また、人権課題ごとに相談窓口は設置されましたが、これらに跨る複合的な課題に関する相談につ

いては、適切に対応できるよう各相談窓口において人権擁護の視点を浸透させ、分野を横断した連

携が必要です。関係機関、相談窓口との密接な連携協力を図り、問題の解決に努めます。さらに、相

談事例等を通じて実態把握に努めます。 

 

７．広報、啓発活動の推進 

人権教育、啓発の推進にあたっては、市民意識調査の結果を踏まえ、人権教育、啓発事業の認知

度を高めるため、広く関係団体と連携しながら参加、利用が増えていくような工夫を凝らした啓発活

動を行っていきます。引き続き広報たからづか、エフエム宝塚、ケーブルテレビ放送、インターネット、Ｓ

ＮＳ80など、より効果的に人権尊重の理念の重要性を伝えるため積極的な活用を図り、新たな啓発手

法を検討していきます。 

また、広報、啓発の際は、ユニバーサルデザインフォント、カラーユニバーサルデザイン81を意識して

取り組みます。 

                            
80 17 頁参照 
81 色覚の多様性に配慮して、情報がなるべくすべての人に正確に伝わるように、利用者の視点に立ってデザインすること。 
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８．人権文化センター事業の推進 

人権問題の解決に向けた広範な取組を行い、福祉の向上や人権啓発のための住民交流の拠点

となる「福祉コミュニティセンター」として事業を推進し、事業の実施を通じて地域課題の把握に努め

ます。 

そのため、人権文化活動団体や地域福祉活動団体に対する支援を行い、人権学習グループなど

への情報提供に努め、人権教育、啓発の拠点としてより積極的に事業を実施します。 

また、人権に関する相談窓口となり、関係行政機関や団体などと連携を図り、積極的に地域に出向

く等問題の早期解決に取り組みます。 

 

９．ＳＤＧｓとの一体的推進 

 「第 6 次宝塚市総合計画82」で示すまちづくりの方向性は、ＳＤＧｓの理念と重なるものであるため

一体的に推進しており、本基本方針についても総合計画とともにＳＤＧｓと一体的に推進していきます。 

 

１０．基本方針の見直し 

本方針は、人権を取り巻く国内外の動向や社会情勢の変化に対応するため、策定から 5 年後に見

直し、5 年以内であっても、市人権審議会において見直しが必要であると判断した場合には見直しま

す。 

  

                            
82 6 頁参照 
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資料編 

資料１ 人権問題に関する市民意識調査結果（抜粋） 

○ 今回の市民意識調査は、平成２８年（2016 年）10 月から 11 月にかけて、本市在住の 16 歳以

上の市民 3,000 人を対象に、郵送方式による配付、回収形式にて実施しました。 

有効回収数は 1,661 件、有効回収率は 55.4％です。 

○ 前回の市民意識調査は、平成 17 年（2005 年）11 月、本市在住の 16 歳以上の市民 3,000

人を対象に、郵送方式による配付・回収形式にて実施しました。 

有効回収数は 1,463 件、有効回収率は 48.8％です。 

○ Ｎ＝有効回答数 
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43.8

43.5

33.8

25.0

23.1

30.0

32.9

35.7

35.9

38.2

23.8

27.5

39.9

50.0

7.7

7.0

12.5

8.1

5.4

5.5

3.8

10.1

11.1

7.7

14.0

7.2

11.1

6.5

10.9

5.6

7.2

7.5

25.0

7.7

2.0

6.9

3.3

4.3

3.6

1.3

1.4

2.8

30.8

1.1

0.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

無回答（Ｎ＝13）

その他（Ｎ＝100）

無職（年金生活者を含む）（Ｎ＝447）

家事専業（Ｎ＝333）

学生（Ｎ＝92）

商工・サービス業等の個人事業者（家族従事者を含む）（Ｎ＝55）

公務員、教職員、福祉・医療関係職員（Ｎ＝160）

民間の企業や団体の経営者・管理職（Ｎ＝69）

民間の企業や団体に勤めている人（Ｎ＝388）

農林漁業（家族従事者を含む）（Ｎ＝4）

かなり身近に感じている ある程度身近に感じている あまり身近に感じていない まったく身近に感じていない

どちらともいえない わからない 無回答

【図１ 人権問題を身近に感じているか】 

 

 

【図２ 人権問題を身近に感じているか（職業別）】 
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【図３ 人権が尊重されていると思うか(年齢別)】 

 

 

 

7.1

10.9

4.0

4.2

4.9

3.9

8.4

9.6

15.0

56.2

54.5

47.2

54.2

58.2

60.2

53.9

61.1

51.4

50.0

19.0

12.7

29.6

18.5

18.8

21.1

21.4

14.6

12.9

20.0

1.8

1.8

2.4

6.0

2.0

2.0

0.9

0.7

10.6

10.9

11.2

13.7

11.2

10.5

9.9

8.2

12.1

4.9

9.1

5.6

3.6

4.9

2.3

5.3

5.4

7.9

0.4

0.3

0.4

0.7

30.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体（N=1,661)

16～19歳（N=55）

20～29歳（N=125）

30～39歳（N=168）

40～49歳（N=304）

50～59歳（N=256）

60～69歳（N=323）

70～79歳（N=280）

80歳以上（N=140)

無回答（N=10）

かなり尊重されている ある程度尊重されている あまり尊重されていない まったく尊重されていない

どちらともいえない わからない 無回答

【図４ 人権意識は５～６年前と比べて高くなっていると思うか】 
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2.4%

1.9%

8.5%

9.0%

12.3%

27.1%

22.1%

23.1%

37.5%

35.5%

24.7%

28.0%

40.1%

53.3%

2.8%

3.1%

5.7%

8.6%

10.8%

14.6%

15.6%

15.7%

16.3%

19.8%

29.8%

30.9%

31.4%

32.1%

34.9%

49.5%

51.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

無回答

その他

アイヌの人々の人権に関すること

刑を終えて出所した人の人権に関すること

ホームレスの人々の人権に関すること

エイズやハンセン病など感染症患者の人権に関すること

同和問題に関すること

外国人の人権に関すること

性的マイノリティの人権に関すること

東日本大震災など災害に伴う人権問題

犯罪被害者とその家族の人権に関すること

北朝鮮当局によって拉致された被害者に関する問題

高齢者の人権に関すること

女性の人権に関すること

子どもの人権に関すること

インターネットを悪用した人権侵害に関すること

障がいのある人の人権に関すること

今回（Ｎ＝1,661） 前回（Ｎ＝1,463）

18.8

19.3

80.3

77.2

0.9

3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回（Ｎ＝1,463）

今回（Ｎ＝1,661）

ある ない 無回答

【図５ 早急に解決すべき人権課題】 

【図６ 人権侵害の経験の有無】 
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【図７ どのような人権侵害を受けたか】 

【図８ 人権侵害を受けたときの対応】 

 

0.4%

6.5%

10.9%

14.5%

12.0%

9.5%

19.3%

15.3%

33.1%

37.8%

1.6%

5.3%

7.8%

9.4%

10.3%

11.3%

11.6%

13.8%

19.7%

40.3%

42.2%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

無回答

インターネットにより人権を侵害された

ストーカー行為を受けた

その他

人種・信条・性別・社会的身分または門地などを

理由に差別的な待遇を受けた

セクシャル・ハラスメントを受けた

家庭内で暴力や虐待を受けた

プライバシーを侵害された

公的機関や企業・団体から不当な扱いを受けた

あらぬ噂や悪口などにより名誉や信用を侵害された

地域や学校、職場で暴力・脅迫・無理強い

・仲間はずれなどの扱いを受けた

今回（Ｎ＝320） 前回（Ｎ＝275）

 

0.4%

1.1%

5.1%

3.3%

4.0%

4.4%

4.0%

28.4%

23.3%

29.1%

40.0%

0.9%

1.6%

3.8%

4.1%

6.3%

6.6%

10.0%

24.4%

26.6%

30.3%

39.4%

0.0% 5.0% 10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%

地域の民生委員などに相談した

ＮＰＯや民間の支援団体などに相談した

弁護士に相談した

無回答

警察に相談した

公的な相談機関に相談した

その他

自分で相手に抗議した

友人や先生、同僚、上司に相談した

家族や親戚に相談した

何もできなかった、何もしなかった

今回（Ｎ＝320） 前回（Ｎ＝275）

【図８ 人権侵害を受けた時の対応】 
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【図９ 人権侵害を受けたときの対応（性別）】 

 

4.5%

0.0%

50.0%

50.0%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0%

50.0%

0.0%

0.0%

3.4%

7.8%

43.1%

26.7%

7.8%

0.0%

2.6%

3.4%

4.3%

23.3%

22.4%

0.0%

11.4%

37.1%

22.8%

5.4%

1.5%

1.0%

4.0%

6.9%

28.7%

35.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

無回答

その他

何もできなかった、何もしなかった

自分で相手に抗議した

公的な相談機関に相談した

地域の民生委員などに相談した

ＮＰＯや民間の支援団体などに相談した

弁護士に相談した

警察に相談した

友人や先生、同僚、上司に相談した

家族や親戚に相談した

女性（Ｎ＝202） 男性（Ｎ＝116） 無回答（Ｎ＝2）

 

5.4%

7.8%

8.9%

10.2%

11.0%

11.3%

13.2%

16.6%

17.7%

21.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

人権文化をすすめる市民運動月間

障害者週間

人権尊重都市宣言

高齢者保健福祉月間

児童福祉週間

憲法週間

男女共同参画週間

人権週間

男女共同参画都市宣言

非核平和都市宣言

【図１０ 各種都市宣言や週間・月間運動の認知度】 
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【図１１ 各種啓発事業や行事の参加・利用状況】 

2.8

0.8

2.4

1.3

0.5

4.2

0.8

1.0

1.0

0.8

1.4

3.6

1.7

7.1

8.2

6.9

5.5

2.0

6.9

13.2

17.9

10.8

10.1

17.3

10.4

10.3

10.0

10.7

7.9

15.1

15.7

29.8

19.1

24.2

18.1

9.2

71.7

68.8

63.0

70.4

71.8

61.4

71.2

71.0

71.7

71.0

73.1

64.3

64.8

46.5

56.4

52.6

60.3

72.2

18.6

17.3

16.6

17.5

17.6

17.0

17.6

17.8

17.3

17.5

17.6

17.0

17.8

16.6

16.2

16.3

16.1

16.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

⑱①～⑰以外の人権に関する講演会など

⑰障がい者（児）の幸せを考える標語、

作文の募集

⑯障害者週間記念事業・

身体障害者補助犬シンポジウム

⑮異文化相互理解事業

⑭児童虐待防止市民啓発事業講演会

⑬児童福祉週間記念事業（児童館まつりなど）

⑫憲法週間記念事業講演会

⑪男女共同参画センターフェスティバル

⑩男女共同参画センターエルフェスタ（８月）

⑨男女共同参画プラン推進フォーラム

⑧ブロック別心のふれあう市民のつどい

⑦心のふれあう市民のつどい

⑥人権週間・人権尊重都市宣言記念事業講演会

⑤人権・同和問題の啓発作品の募集

④小学校区人権啓発推進委員会の市民集会、

学習活動、啓発活動など

③平和に関する講演会、映画会、パネル展など

②人権文化センターの講座、学習、

解放文化祭、啓発活動など

①じんけん講座、じんけんワークショップ

参加・利用したことがある 知っているが参加・利用したことはない 知らない 無回答
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【図１２ 人権尊重の輪を広げていくために最も重要なこと】 

 

4.8%

2.6%

10.0%

8.3%

28.7%

26.8%

18.9%

1.3%

1.4%

1.9%

2.4%

2.4%

2.7%

3.1%

3.3%

4.7%

7.4%

7.8%

9.2%

9.6%

11.7%

14.3%

16.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

作文や標語などの募集

映画やビデオを活用した啓発・広報活動

講演会、研修会、展示会の開催

新聞や雑誌などを活用した啓発・広報活動

市のホームページを活用した啓発・広報活動

地域での人権啓発を実践するリーダーをつくる

その他

パンフレットやポスターの配布・掲示

インターネットを活用した情報発信

自治会やまちづくり協議会などの地域での集まりで

人権問題を話し合うことの出来る場を設ける

無回答

テレビやラジオを活用した啓発・広報活動

市の広報誌を活用した啓発・広報活動

人権に関する演劇、コンサート、映画など、

市民が広く参加できるイベントを開催する

高齢者と若者、障がいのある人とない人、外国人、す

べての人がお互いに交流を深める機会、場を設ける

職場、学校や家庭で人権問題

に関する学習機会を増やす

今回（Ｎ＝1,661） 前回（Ｎ＝1,463）
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【表１ 人権尊重の輪を広げていくために最も重要なこと（年齢別）】 

 

地域での
人権啓発
を実践す
るリーダー
をつくる

自治会や
まちづくり
協議会な
どの地域
での集ま
りで人権
問題を話
し合うこと
の出来る
場を設け
る

人権に関
する演劇、
コンサー
ト、映画な
ど、市民が
広く参加
できるイベ
ントを開催
する

高齢者と
若者、障
がいのあ
る人とない
人、外国
人、すべ
ての人が
お互いに
交流を深
める機会、
場を設け
る

職場、学
校や家庭
で人権問
題に関す
る学習機
会を増や
す

テレビやラ
ジオを活
用した啓
発・広報
活動

新聞や雑
誌などを
活用した
啓発・広
報活動

市の広報
誌を活用
した啓発・
広報活動

映画やビ
デオを活
用した啓
発・広報
活動

16～19歳 3.6% 3 .6% 18 .2% 23 .6% 21.8% 10.9% 1.8% 0.0% 1.8%
20～29歳 0.8% 7 .2% 10 .4% 9.6% 26.4% 13.6% 0.8% 2.4% 2.4%
30～39歳 1.2% 8 .3% 10 .1% 12 .5% 26.2% 8.3% 0.0% 7.1% 1.8%
40～49歳 2.3% 3 .3% 12 .5% 14 .1% 25.7% 11.2% 2.3% 9.5% 1.0%
50～59歳 2.7% 3 .1% 12 .1% 14 .8% 14.5% 10.9% 3.9% 10.2% 2.7%
60～69歳 1.5% 8 .7% 14 .2% 15 .2% 13.0% 6.8% 2.2% 12.1% 1.2%
70～79歳 5.4% 13 .2% 10 .4% 14 .6% 7.5% 6.8% 3.2% 11.8% 0.7%
80歳以上 3.6% 10 .7% 6 .4% 14 .3% 7.1% 7.9% 3.6% 12.9% 0.7%
無回答 10.0% 0 .0% 20 .0% 10 .0% 10.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%

合計 2.7% 7 .4% 11 .7% 14 .3% 16.7% 9.2% 2.4% 9.6% 1.4%

市のホー
ムページ
を活用した
啓発・広
報活動

インター
ネットを活
用した情
報発信

パンフレッ
トやポス
ターの配
布・掲示

講演会、
研修会、
展示会の
開催

作文や標
語などの
募集

その他 無回答 合計

16～19歳 1.8% 5 .5% 0 .0% 0.0% 5.5% 1.8% 0.0% 100.0%
20～29歳 2.4% 11 .2% 4 .8% 1.6% 0.8% 0.8% 4.8% 100.0%
30～39歳 1.8% 7 .1% 3 .0% 1.2% 0.6% 3.6% 7.1% 100.0%
40～49歳 0.7% 6 .3% 2 .0% 2.0% 0.7% 3.3% 3.3% 100.0%
50～59歳 3.5% 5 .5% 3 .5% 2.3% 2.0% 5.1% 3.1% 100.0%
60～69歳 3.7% 2 .5% 4 .0% 2.2% 0.6% 2.8% 9.3% 100.0%
70～79歳 2.1% 2 .1% 2 .1% 1.4% 1.8% 2.9% 13.9% 100.0%
80歳以上 2.9% 1 .4% 6 .4% 2.1% 1.4% 2.9% 15.7% 100.0%
無回答 0.0% 0 .0% 0 .0% 10 .0% 0.0% 0.0% 20.0% 100.0%

合計 2.4% 4 .7% 3 .3% 1.9% 1.3% 3.1% 7.8% 100.0%
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資料２ 宝塚市人権審議会の審議経過と概要 

 

種別 回数 開 催 日 内      容 

審議会 第１回 令和４年（2022 年）７月２２日（金） ・諮問「第３次人権教育及び

人権啓発基本方針の見

直しについて」 

・第３次人権教育及び人権

啓発基本方針に基づく令

和４年度行動計画につい

て 

小委員会 第１回 令和４年（2022 年）８月３１日（水） ・第３次人権教育及び人権

啓発基本方針の見直しに

ついて（部落差別・障がい

のある人・女性） 

小委員会 第２回 令和４年（2022 年）９月１３日（火） ・第３次人権教育及び人権

啓発基本方針の見直しに

ついて（高齢者・子ども・

外国人） 

小委員会 第３回 令和４年（2022 年）１０月１３日（木） ・第３次人権教育及び人権

啓発基本方針の見直しに

ついて（インターネットによ

る人権問題・性的マイノリ

ティ・様々な人権） 

小委員会 第４回 令和４年（2022 年）１１月２８日（月） ・第３次人権教育及び人権

啓発基本方針の見直し案

について 

・第３次人権教育及び人権

啓発基本方針成果指標

について 

審議会 第２回 令和５年（2023 年）１月１６日（月） 

 

・パブリック・コメントの実施

について 

・行動計画及び成果指標に

ついて 

審議会 第３回 令和５年（2023 年）４月２５日（火） 

 

・パブリック・コメントの実施

結果について 

・答申案について 

  令和５年（2023 年）４月２８日（金） ・答申書提出（会長のみ） 
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資料３ 宝塚市人権教育及び人権啓発推進検討会等の協議経過と概要 

 

種 別 回数 開 催 日 内      容 

検討会 

（審議会に向けて） 

第１回 書面開催 ・第３次人権教育及び人権啓発基本

方針見直し（案）について 

・第３次人権教育及び人権啓発基本

方針令和４年度行動計画について 

検討会 

（小委員会に向けて） 

第２回 書面開催 ・第３次人権教育及び人権啓発基本

方針見直し（案）について 

検討会 

（小委員会に向けて） 

第３回 書面開催 ・第３次人権教育及び人権啓発基本

方針見直し（案）について 

検討会 

（小委員会に向けて） 

第４回 書面開催 ・第３次人権教育及び人権啓発基本

方針見直し（案）について 

検討会 

（小委員会に向けて） 

第５回 書面開催 ・第３次人権教育及び人権啓発基本

方針見直し（案）について 

都市経営会議  令和５年（2023 年） 

１月３０日（月） 

・第３次人権教育及び人権啓発基本

方針（改定案）について 

・パブリック・コメントの実施について 

検討会 

（審議会に向けて） 

第６回 令和５年（2023 年） 

４月１１日（火） 

・パブリック・コメントの実施結果につ

いて 

都市経営会議  令和５年（2023 年） 

5 月９日（火） 

・パブリック・コメントの実施結果につ

いて 

 

 

資料４ パブリック・コメントの実施状況 

 

 実施期間  令和５年（2023 年）３月 １日（水）～３月３０日（木） 

 内    容  第３次宝塚市人権教育及び人権啓発基本方針（改定案）について、４名から１２件の 

意見が寄せられました。 
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資料５ 宝塚市人権審議会規則 

  宝塚市人権審議会規則（附則省略） 

（趣旨） 

第１条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例（昭和４１年条例第１号。以下「条例」と

いう。）第２条の規定に基づき、宝塚市人権審議会（以下「審議会」という。）の運営に関し必要な

事項を定めるものとする。 

 （所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じて、人権尊重の社会づくり及び人権文化センター事業に関する

重要事項について調査、審議し、答申するものとする。 

 （委員） 

第３条 審議会の委員は、条例第１条に規定する者のうちから市長が委嘱する。 

２ 委員が欠けたときは、市長はその都度補欠委員を委嘱しなければならない。 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 （会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 審議会は、会長が招集する。  

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 （小委員会） 

第７条 会長は、必要があるときは、小委員会を置くことができる。 

 （意見の開陳その他の協力依頼） 

第８条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者に意見の

開陳、説明その他の協力を依頼することができる。 

 （庶務） 

第９条 審議会の庶務は、人権男女共同参画課で行う。 

 （委任） 

第１０条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 
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資料６ 宝塚市人権審議会委員 

 

（順不同・敬称略） 

選出区分 氏   名 所 属 等 備 考 

市内の公共的団体等

の代表者 
和久 有彦 宝塚市人権・同和教育協議会会長 会 長 

知識経験者 日髙 庸晴 宝塚大学 看護学部教授 副会長 

野崎 志帆 甲南女子大学 国際学部教授  

岡本 工介 関西大学 人権問題研究室委嘱研究員   

市内の公共的団体等

の代表者 

織山 茂 宝塚市男女共同参画センター連絡協議会   

永井 裕二 宝塚市外国人市民文化交流協会   

伊藤 恵美子 宝塚障害福祉市民懇談会   

平田 武二 くらんど人権文化活動推進協議会   

谷添 美也子 まいたに人権文化活動推進協議会   

下坂 治彦 ひらい人権文化活動推進協議会   

松下 ふさ子 中山台コミュニティ   

中川 絢子 宝塚市自治会連合会   

川口 義孝 宝塚商工会議所   

辻田 智子 宝塚市青少年育成市民会議   

松村 孝三 宝塚市社会福祉協議会   

公募による市民 津田 栄 市民   

真鍋 秀夫 市民   

池田 月子 市民   

岸田 志紀 市民   

関係行政機関の職員 髙井 美智子 伊丹人権擁護委員協議会宝塚部会   

平山 審 小浜小学校   

※ 委員任期  令和４年（2022 年）７月２２日～令和６年（2024 年）７月２１日 
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資料７ 宝塚市人権教育及び人権啓発推進検討会設置要綱 

宝塚市人権教育及び人権啓発推進検討会設置要綱（附則省略） 

 （設置） 

第１条 市の人権教育及び人権啓発を総合的かつ効果的に推進するため、宝塚市都市経営会議設

置規程（平成１５年訓令第２６号）第６条第２項により、宝塚市人権教育及び人権啓発推進検討会

（以下「検討会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 検討会は、次に掲げる事務を所掌する。 

 (１)  人権教育及び人権啓発の基本方針及び計画の検討策定に関すること。 

 (２)  人権教育及び人権啓発事業の総合調整及び推進に関すること。 

 (３)  前２号に掲げるもののほか、人権教育及び人権啓発に関し必要な事項について協議し、及び

調整すること。 

 （組織等） 

第３条 検討会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長には総務部長を、副委員長には教育委員会事務局学校教育部長、委員には別表に掲げる

職にある者をもって充てる。 

３ 委員長は、検討会を代表し、会議の議長となる。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第４条 会議は、委員長が必要に応じて招集する。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、検討会の委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴く

ことができる。 

 （部会） 

第５条 委員長は、必要があると認めるときは、検討会に部会を置くことができる。 

２ 部会は、委員及び委員長が指名する者をもって組織する。 

 （庶務） 

第６条 検討会の庶務は、人権男女共同参画課が行う。 

 （委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。 
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表（第３条関係） 

 

部 組 織 

 

役      職      名 

企画経営部 企画政策課長 

市民交流部 市民協働推進課長 

総務部 

  人権平和室長 人材育成課長 人権男女共同参画課長    

くらんど人権文化センター所長 まいたに人権文化センター所長 

  ひらい人権文化センター所長  

健康福祉部   高齢福祉課長 介護保険課長 障碍（がい）福祉課長  

子ども未来部 子ども政策課長 子育て支援課長 保育企画課長 青少年課長 

産業文化部 商工勤労課長 文化政策課長 

教育委員会 

事務局 

  学校教育次長（特別支援・人権教育担当）※～令和５年（2023 年）3 月 31 日  

学校教育室長※令和５年（2023 年）４月１日～ 

学校教育課長 教育研究課長 社会教育課長 

 

○ 検討会部会委員（検討会部会は、審議内容に合わせて下記の委員の中から招集し開催した。） 

・企画経営部    広報課長 

・市民交流部    市民協働推進課長 

・市民交流部    国民健康保険課長 

・市民交流部    医療助成課長 

・総務部    人権平和室長 

・総務部    人材育成課長 

・総務部    くらんど人権文化センター所長 

・総務部    まいたに人権文化センター所長 

・総務部    ひらい人権文化センター所長 

・都市安全部    防犯交通安全課長 

・都市整備部    住まい政策課長 

・健康福祉部    高齢福祉課長 

・健康福祉部    地域福祉課長 

・健康福祉部    介護保険課長 

・健康福祉部    健康推進課長 

・健康福祉部    障碍（がい）福祉課長 

・子ども未来部   子ども政策課長 
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・子ども未来部   子育て支援課長 

・子ども未来部   子ども家庭支援センター所長 

・子ども未来部   子ども発達支援センター所長 

・子ども未来部   保育企画課長 

・子ども未来部   青少年課長 

・環境部    環境政策課長 

・産業文化部    商工勤労課長 

・産業文化部    文化政策課長 

・教育委員会事務局   学事課長 

・教育委員会事務局   学校教育部次長（特別支援・人権教育担当） 

※～令和５年（2023 年）3 月 31 日 

学校教育室長 

※令和５年（2023 年）４月１日～ 

・教育委員会事務局   学校教育課長 

・教育委員会事務局   幼児教育センター所長 

・教育委員会事務局   教育研究課長 

・教育委員会事務局   教育支援課長 

・教育委員会事務局   青少年センター所長 

・教育委員会事務局   社会教育課長 

・市立病院経営統括部   課長 
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資料８ 日本国憲法（抜粋） 

 

【基本的人権の享有と性質】  

第 11 条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する

基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 

【自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任】  

第 12 条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを

保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福

祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 

【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】  

第 13 条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権

利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要と

する。  

【法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界】  

第 14 条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地に

より、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。  

２ 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。  

３ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを

有し、又は将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する。 

【居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由】  

第 22 条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。  

２ 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 

【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】  

第 24 条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本と

して、相互の協力により、維持されなければならない。  

２ 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の

事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければなら

ない。 

【教育を受ける権利、教育の義務、義務教育の無償】  

第 26 条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける

権利を有する。  

２ すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務

を負ふ。義務教育は、これを無償とする。  

【労働の権利・義務、労働条件の基準、児童酷使の禁止】  

第 27 条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。  

２ 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。  

３ 児童は、これを酷使してはならない。 
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資料９ 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律（平成１２年法律第１４７号）（附則省略） 

（目的）  

第１条 この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条又

は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外の情勢に

かんがみ、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団体及び国民の

責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって人権の擁護に資することを目的とする。  

（定義）  

第２条 この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵
かん

養を目的とする教育活動をいい、人

権啓発とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深めること

を目的とする広報その他の啓発活動（人権教育を除く。）をいう。  

（基本理念）  

第３条 国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域その他の

様々な場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体

得することができるよう、多様な機会の提供、効果的な手法の採用、国民の自主性の尊重及び実

施機関の中立性の確保を旨として行われなければならない。  

（国の責務）  

第４条 国は、前条に定める人権教育及び人権啓発の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっと

り、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。  

（地方公共団体の責務）  

第５条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、人

権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。  

（国民の責務）  

第６条 国民は、人権尊重の精神の涵
かん

養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現に寄与する

よう努めなければならない。  

（基本計画の策定）  

第７条 国は、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、人権教

育及び人権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならない。  

（年次報告）  

第８条 政府は、毎年、国会に、政府が講じた人権教育及び人権啓発に関する施策についての報告

を提出しなければならない。  

（財政上の措置） 

第９条 国は、人権教育及び人権啓発に関する施策を実施する地方公共団体に対し、当該施策に係

る事業の委託その他の方法により、財政上の措置を講ずることができる。 
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資料１０ 人権尊重都市宣言 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

人権尊重都市宣言 
 

すべての人びとの基本的な人権が尊重され、平和で、

自由で、平等な社会で、幸せに暮らせることは人類共通

の願いです。 

しかし、私たちの身のまわりには、今なお、さまざま

な差別や人権侵害があとをたちません。 

人が人として互いに尊び合い、すべての人びとの人

権が保障される、明るく住みよい地域社会を築きあげ

るために、より積極的な取り組みが求められています。 

人権は、市民一人ひとりの不断の努力によって守り、

築かれなければなりません。 

水と緑とふれあい・共生のまちをめざす、私たちのま

ち宝塚市は、ここに思いを新たにして、本市を「人権尊

重都市」とすることを宣言します。 

 

平成８年３月５日 

宝 塚 市 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３次宝塚市人権教育及び人権啓発基本方針 改定版 
 

令和５年（2023 年）5 月 

宝塚市 総務部 人権平和室 人権男女共同参画課 

〒665－8665 宝塚市東洋町１番１号 

電 話：0797－71－1141（代表） 

電 話：    0797－77－9100（直通） 

ＦＡＸ：0797－77－2171（直通） 
 


